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秘密保全規則（案）
【Ａ：特別防衛秘密／Ｂ：特定秘密／Ｃ：装備品等秘密】
（令和　　年　　月　　日制定）
（令和　　年　　月　　日改正）



※一般的なものを例示しております。秘密区分等取扱い状況に応じて修正して下さい。
※各種様式は、防衛事業適合事業者制度等に関する訓令の実施要領について（装装保第14846号。令和7年7月31日）の様式や事業所で規定して下さい。

●●●●株式会社　●●●●事業所
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（目的）
第１条　本規則は、●●●●株式会社●●事業所（以下「当事業所」という。）が防衛装備庁との間に締結した防衛事業適合事業者契約及び防衛事業適合事業者の秘密の保護に関する特約条項に基づき、秘密の保全又は保護（以下「秘密の保護」という。）のために必要な事項を定めることを目的とする。
	【点検票】第１．規則の制定に関する必要事項
１　規則の制定目的が、防衛事業適合事業者契約に基づく秘密の保護に必要な事項を定めることとなっているか。

防衛事業適合事業者契約条項
第１条
２　乙は、この契約を締結し、この契約が有効である間、防衛事業適合事業者として、秘密取扱原因契約及びこの契約に基づいて、秘密取扱原因契約の履行のために必要となる特定資料等を取り扱うことができる。



（適用範囲）
第２条　本規則は、入札準備、見積り等の契約締結前、契約履行中及び契約終了後の全ての行為に適用する。
本規則の適用の対象となる者は、当事業所において秘密に係る情報に接する全ての者（秘密に係る情報に接する役員（持分会社にあっては社員を含む。以下同じ。）、管理職員等を含む。）とする。
	【点検票】第１．規則の制定に関する必要事項
２　規則の適用範囲が秘密を取り扱う全ての行為に及ぶか。

防衛事業適合事業者契約条項
第６条　この契約は、甲乙間でこの契約が適用されることを確認した特定資料等に適用する。



２　当事業所において、特定資料等を取り扱うことのできる組織の範囲は、別紙第１に示すとおりとする。
	【点検票】第１．規則の制定に関する必要事項
３　秘密を取り扱う組織の範囲を定めているか。

防衛事業適合事業者契約条項
第６条
３　この契約に基づいて特定資料等を取り扱うことのできる乙の組織の範囲は、付紙第1に示すとおりとする。



３　別紙第１に示す組織の範囲に変更があった場合は、遅滞なく更新するとともに、防衛装備庁に防衛事業適合事業者契約（以下「適合事業者契約」という。）の変更を申し入れるものとする。ただし、当該変更が軽微なものであって、防衛装備庁と変更の前後における当該組織の範囲について疑義が生じないことが確認された場合は、変更後の組織の範囲を防衛装備庁に届け出ることによりこれを更新するものとする。

	【点検票】第１．規則の制定に関する必要事項
４　秘密を取り扱う組織の範囲の変更について定めているか。

防衛事業適合事業者契約条項
第６条
４　付紙第1に示す乙の組織の範囲に変更があった場合には、乙は、これを更新するため、甲にこの契約の変更を申し入れなければならない。ただし、当該変更が軽微なものであって、甲乙間において、変更の前後における当該乙の組織の範囲について疑義が生じないことが確認されたときは、乙は、変更後の組織の範囲を甲に届け出ることによりこれを更新することができる。



４　当事業所において、取り扱う秘密の種類【Ａのみ「及び秘密の区分」】は、【Ａ特別防衛秘密（機密・極秘・秘）／Ｂ特定秘密／Ｃ装備品等秘密】とする。
	【点検票】第１．規則の制定に関する必要事項
５　取り扱う秘密の種類及び区分を定めているか。

防衛事業適合事業者契約条項
第７条　乙が取り扱うことのできる秘密の区分は、＜特別防衛秘密、特定秘密又は装備品等秘密＞（注）とする。
（注）この契約の対象となる秘密の区分を選ぶ。



５　当事業所において、秘密保全施設を【設置する／しない】ものとする。
	【点検票】第１．規則の制定に関する必要事項
６　秘密保全施設の設置の有無を定めているか。

防衛事業適合事業者契約条項
第８条　乙は、この契約の締結に先立ち、取り扱う秘密の区分に応じて装備政策部長が別に定める要件に従い、総括者の指名、保全責任者の配置その他防衛事業適合事業者であるための秘密保全組織を整え、外国からの影響及び支配の程度を評価し、秘密保全規則を定め、関係社員に対する教育の体制を整え、及び教育を実施し、秘密保全施設及び秘密取扱情報システムを構築するなど、乙において特定資料等を保全する体制を整備しなければならない。
３　前２項の規定にかかわらず、乙は、自己の秘密保全施設又は秘密取扱情報システムを整備せずに防衛事業適合事業者となることを希望するときは、秘密保全施設又は秘密取扱情報システムを備えない限定的な防衛事業適合事業者となることができる。この場合におけるこの契約の適用に当たっては、下表の左欄に掲げる整備しない特定資料等を保全する体制の区分に応じ同表の右欄に掲げる適用されない条項を適用しない。



６　当事業所において、秘密保全施設を設置せず、防衛省又は他の事業者の秘密保全施設等を【利用する／しない】ものとする。
	【点検票】第１．規則の制定に関する必要事項
７　秘密保全施設を自社で備えない場合、他の事業者の秘密保全施設等の利用の有無を定めているか。


７　防衛省又は他の事業者の秘密保全施設等を利用する場合は、当該保全施設等を有する防衛省又は他の事業者の指示に従うものとし、特定資料等の取扱いの態様に対応した保全の体制を整備するものとする。
	【点検票】第１．規則の制定に関する必要事項
８　上記により、他の事業者の秘密保全施設等の利用が有の場合、特定資料等の取扱いの態様に対応した特定資料等を保全する体制を整備しているか。



８　当事業所の秘密保全施設において秘密取扱情報システムを【設置する／しない】ものとする。
	【点検票】第１．規則の制定に関する必要事項
９　秘密取扱情報システムの設置の有無を定めているか。



９　当事業所において、秘密取扱情報システムを設置せず、防衛省又は他の事業者の秘密取扱情報システムを【利用する／利用しない】ものとする。
	【点検票】第１．規則の制定に関する必要事項
１０　秘密取扱情報システムを自社で備えない場合、他の事業者の秘密取扱情報システムの利用の有無を定めているか。



１０　防衛省又は他の事業者の秘密取扱情報システムを利用する場合は、当該秘密取扱情報システムを有する防衛省又は他の事業者の指示に従うものとし、特定資料等の取扱いの態様に対応した保全の体制を整備するものとする。
	【点検票】第１．規則の制定に関する必要事項
１１　上記により、他の事業者の秘密取扱情報システムの利用が有の場合、特定資料等の取扱いの態様に対応した特定資料等を保全する体制を整備しているか。

防衛事業適合事業者契約条項
第８条　乙は、この契約の締結に先立ち、取り扱う秘密の区分に応じて装備政策部長が別に定める要件に従い、総括者の指名、保全責任者の配置その他防衛事業適合事業者であるための秘密保全組織を整え、外国からの影響及び支配の程度を評価し、秘密保全規則を定め、関係社員に対する教育の体制を整え、及び教育を実施し、秘密保全施設及び秘密取扱情報システムを構築するなど、乙において特定資料等を保全する体制を整備しなければならない。
３　前２項の規定にかかわらず、乙は、自己の秘密保全施設又は秘密取扱情報システムを整備せずに防衛事業適合事業者となることを希望するときは、秘密保全施設又は秘密取扱情報システムを備えない限定的な防衛事業適合事業者となることができる。この場合におけるこの契約の適用に当たっては、下表の左欄に掲げる整備しない特定資料等を保全する体制の区分に応じ同表の右欄に掲げる適用されない条項を適用しない。
４　乙は、前項の規定により秘密保全施設又は秘密取扱情報システムを備えない限定的な防衛事業適合事業者となる場合において、その従業者に、他の防衛事業適合事業者又は特定資料等の取扱いが認められた事業者の秘密保全施設内において、又はこれらの事業者の秘密取扱情報システムを利用して、特定資料等を取り扱わせようとするときは、かかる特定資料等の取扱いの態様に対応した特定資料等を保全する体制を整備しなければならない。



１１　当事業所において、適合事業者契約の適用を受ける秘密取扱原因契約について、当該契約リスト（別紙様式第〇）を作成し、変更の都度、適宜更新し、その内容を常に最新のものに維持するものとする。
	【点検票】第１．規則の制定に関する必要事項
１２　本規則を適用する防衛省との契約リストを作成し、適宜更新することを定めているか。

防衛事業適合事業者契約条項
第６条
２　前項の規定を実施するため、甲及び乙は、この契約の適用を受ける秘密取扱原因契約を網羅したリストを作成し、その内容を常に最新のものに維持するものとする。



（関係法令等）
第３条　本規則に関係する法令等は、次のとおりである。
⑴　防衛事業適合事業者制度等に関する訓令（令和７年防衛装備庁訓令第１９号）
【Ａ特別防衛秘密（次の４号）】
⑵　日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法（昭和２９年法律第１６６号）
⑶　日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法施行令（昭和２９年政令第１４９号）
⑷　特別防衛秘密の保護に関する訓令（平成１９年防衛省訓令第３８号）
⑸　防衛装備庁における特別防衛秘密の保護に関する訓令（平成２７年防衛装備庁訓令第２５号）
【Ｂ特定秘密（次の４号）】
⑹　特定秘密の保護に関する法律（平成２５年法律第１０８号）
⑺　特定秘密の保護に関する法律施行令（平成２６年政令第３３６号）
⑻　特定秘密の保護に関する訓令（平成２６年防衛省訓令第６４号）
⑼　防衛装備庁における特定秘密の保護に関する訓令（平成２７年防衛装備庁訓令第２７号）
【Ｃ装備品等秘密（次の５号）】
⑽　防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律（令和５年法律第５４号）
⑾　防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行令（令和５年政令第２９０号）
⑿　装備品等秘密の指定等に関する訓令（令和６年防衛省訓令第１０号）
⒀　秘密保全に関する訓令（平成１９年防衛省訓令第３６号）
⒁　防衛装備庁における秘密保全に関する訓令（平成２７年防衛装備庁訓令第２６号）
	【点検票】第１．規則の制定に関する必要事項
１３　次に掲げる関係法令等が記載されているか。
・防衛事業適合事業者制度に関する訓令
・特別防衛秘密の場合（以下Ａ）、日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法、日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法施行令、特別防衛秘密の保護に関する訓令、防衛装備庁における特別防衛秘密の保護に関する訓令
・特定秘密の場合（以下Ｂ）、特定秘密の保護に関する法律、特定秘密の保護に関する法律施行令、特定秘密の保護に関する訓令、防衛装備庁における特定秘密の保護に関する訓令
・装備品等秘密を取り扱う場合（以下Ｃ）、防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律、防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行令、装備品等秘密の指定等に関する訓令、秘密保全に関する訓令、防衛装備庁における秘密保全に関する訓令



（用語の定義）
第４条　本規則に用いる用語の定義は、次のとおりとする。
【Ａ】
⑴　特別防衛秘密　日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法第１条第３項に規定する特別防衛秘密であって、特別防衛秘密の保護に関する訓令第１５条第１項又は防衛装備庁における特別防衛秘密の保護に関する訓令第１４条第１項の規定により、防衛大臣又は防衛装備庁長官が特別の保護を要するものとして指定した特別防衛秘密を含む。
	【点検票】第１．規則の制定に関する必要事項
以下に記載する用語の定義が、関係法令等に照らして適切に記載されているか。
１３・（Ａ）特別防衛秘密



【Ｂ】
⑵　特定秘密　特定秘密の保護に関する法律（以下「特定秘密保護法」という。）第３条第１項に規定する特定秘密をいう。
	【点検票】第１．規則の制定に関する必要事項
以下に記載する用語の定義が、関係法令等に照らして適切に記載されているか。
１３・（Ｂ）特定秘密



【Ｃ】
⑶　装備品等秘密　防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律第２７条第１項に規定する装備品等秘密をいう。
	【点検票】第１．規則の制定に関する必要事項
以下に記載する用語の定義が、関係法令等に照らして適切に記載されているか。
１３・（Ｃ）装備品等秘密






【ＡＢＣ】
⑷　秘密　特別防衛秘密、特定秘密又は装備品等秘密を含む情報をいう。
	【点検票】第１．規則の制定に関する必要事項
以下に記載する用語の定義が、関係法令等に照らして適切に記載されているか。
１３・秘密

防衛事業適合事業者契約条項
前文
防衛装備庁装備政策部装備保全管理課長　［氏名］（以下「甲」という。）及び［事業者名］　［役職名］　［氏名］（以下「乙」という。）は、防衛装備庁が定める手続による乙の申込みに基づき、秘密（日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法（昭和２９年法律第１６６号）第１条第３項に規定する特別防衛秘密、特定秘密の保護に関する法律（平成２５年法律第１０８号。以下「特秘法」という。）第３条第１項に規定する特定秘密又は防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律（令和５年法律第５４号）第２７条第１項に規定する装備品等秘密をいう。以下同じ。）の保全又は保護に係る防衛事業適合事業者契約を締結する。



⑸　総括者　秘密の管理全般にかかる総括的な責任者をいう。
	【点検票】第１．規則の制定に関する必要事項
以下に記載する用語の定義が、関係法令等に照らして適切に記載されているか。
１３・総括者

防衛事業適合事業者契約条項
第３条
２　乙は、総括者を配置しなければならない。総括者は、乙において特定資料等の保護に関する業務の全般を総括する責任者であり、特定資料等の取扱いの業務の全般を管理するものとする。



【Ｃ】
⑹　契約締結者　防衛事業適合事業者の秘密の保護に関する特約条項（防衛事業適合事業者制度等に関する訓令の実施要領について（以下「実施要領」という。）別紙第３の特約条項をいう。以下同じ。）を付与された契約（具体的な役務内容を含み有償である契約）を締結した防衛装備庁の当事者をいう。
	【点検票の規定なし】

防衛事業適合事業者契約条項
第３条
⒁　秘密の管理職員　秘密取扱原因契約に基づいて乙に特定資料等を取り扱わせる意思決定をし、乙における特定資料等の取扱いの状況を管理し、及び監督する防衛装備庁の職員であって、特定資料等が特別防衛秘密である場合にあっては秘密取扱原因契約の契約担当官等を、特定資料等が特定秘密である場合にあっては防衛装備庁における特定秘密の保護に関する訓令第３条に規定する特定秘密管理者を、特定資料等が装備品等秘密である場合にあっては装備品等秘密の指定等に関する訓令第２条第２号に規定する契約締結者をいう。





【Ｂ】
⑺　特定秘密管理者　防衛装備庁における特定秘密の保護に関する訓令第３条に規定する特定秘密管理者であって、適合事業者契約に基づき、当事業所に特定秘密である情報（以下「特定秘密情報」という。）を伝達し、又は特定秘密情報を記録する文書等（以下「特定秘密文書等」という。）を交付した者をいう。
	【点検票の規定なし】

防衛事業適合事業者契約条項
第３条
⒁　秘密の管理職員　秘密取扱原因契約に基づいて乙に特定資料等を取り扱わせる意思決定をし、乙における特定資料等の取扱いの状況を管理し、及び監督する防衛装備庁の職員であって、特定資料等が特別防衛秘密である場合にあっては秘密取扱原因契約の契約担当官等を、特定資料等が特定秘密である場合にあっては防衛装備庁における特定秘密の保護に関する訓令第３条に規定する特定秘密管理者を、特定資料等が装備品等秘密である場合にあっては装備品等秘密の指定等に関する訓令第２条第２号に規定する契約締結者をいう。



【Ｂ】
⑻　適性評価　特定秘密保護法第１２条に規定する適性評価をいう。
	【点検票】第１．規則の制定に関する必要事項
以下に記載する用語の定義が、関係法令等に照らして適切に記載されているか。
１３・（Ｂ）適性評価

特定秘密の保護に関する法律
第１２条
行政機関の長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、その者が特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないことについての評価（以下「適性評価」という。）を実施するものとする。



⑼　秘密の管理職員　秘密取扱原因契約に基づいて特定資料等を取り扱わせる意思決定をし、特定資料等の取扱いの状況を管理し、及び監督する防衛装備庁の職員であって、特定資料等が特別防衛秘密である場合にあっては秘密取扱原因契約の契約担当官等（防衛省所管契約事務取扱細則（平成１８年防衛庁訓令第１０８号）第２条に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。）を、特定資料等が特定秘密である場合にあっては特定秘密管理者を、特定資料等が装備品等秘密である場合にあっては契約締結者をいう。
	【点検票】第１．規則の制定に関する必要事項
以下に記載する用語の定義が、関係法令等に照らして適切に記載されているか。
１３・秘密の管理職員（秘密取扱原因契約に基づいて乙に特定資料等を取り扱わせる意思決定をし、乙における特定資料等の取扱いの状況を管理し、及び監督する防衛省の職員）

防衛事業適合事業者契約条項
第２条
⒁　秘密の管理職員　秘密取扱原因契約に基づいて乙に特定資料等を取り扱わせる意思決定をし、乙における特定資料等の取扱いの状況を管理し、及び監督する防衛装備庁の職員であって、特定資料等が特別防衛秘密である場合にあっては秘密取扱原因契約の契約担当官等（防衛省所管契約事務取扱細則（平成１８年防衛庁訓令第１０８号）第２条に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。）を、特定資料等が特定秘密である場合にあっては防衛装備庁における特定秘密の保護に関する訓令（平成２７年防衛装備庁訓令第２７号）第３条に規定する特定秘密管理者を、特定資料等が装備品等秘密である場合にあっては装備品等秘密の指定等に関する訓令（令和６年防衛省訓令第１０号）第２条第２号に規定する契約締結者をいう。



【ＡＢＣ】
⑽　防衛事業適合事業者　防衛事業適合事業者制度等に関する訓令第１３条第３項に規定する適合事業者契約を締結した事業者をいう。
	【点検票】第１．規則の制定に関する必要事項
以下に記載する用語の定義が、関係法令等に照らして適切に記載されているか。
１３・防衛事業適合事業者

防衛事業適合事業者制度等に関する訓令
第１３条
３　装備政策部長は、契約申込みをした事業者に対し、審査結果を通知するほか、情報保全基準を満たしていると認めた場合は、装備政策部長又はその委任を受けた者が、当該事業者と当該事業者が取り扱う秘密又は保護すべき情報に応じた防衛事業適合事業者契約を締結するものとする。



【ＡＢＣ】
⑾　特定資料　防衛事業適合事業者の秘密の保護に関する特約条項を付与された装備品等の調達又は役務の履行に関する契約（以下「秘密取扱原因契約」という。）により当事業所に交付され、若しくは伝達され、又は当事業所が秘密取扱原因契約に基づいて保有し、受領し、若しくは作成した秘密に該当する文書、図画若しくは電磁的記録又は当事業所が秘密取扱原因契約に基づいて知得した秘密に該当する情報（以下「特定情報」という。）を記録した物件。
	【点検票】第１．規則の制定に関する必要事項
以下に記載する用語の定義が、関係法令等に照らして適切に記載されているか。
１３・特定資料
１３・特定情報

防衛事業適合事業者契約条項
第２条
⑵　特定資料　秘密取扱原因契約に基づいて乙に交付され、若しくは伝達され、又は乙が秘密取扱原因契約に基づいて保有し、受領し、若しくは作成した秘密に該当する文書、図画若しくは電磁的記録又は特定情報を記録する物件をいう。
⑷　特定情報　秘密取扱原因契約に基づいて乙が知得した秘密に該当する情報をいう。







⑿　特定物件　秘密取扱原因契約に基づいて当事業所に交付され、又は当事業所が秘密取扱原因契約に基づいて保有し、受領し、若しくは作成した秘密に該当する物件、作成途上にあるその仕掛品又はこれらにより構成される物件をいう。
	【点検票】第１．規則の制定に関する必要事項
以下に記載する用語の定義が、関係法令等に照らして適切に記載されているか。
１３・特定物件

防衛事業適合事業者契約条項
第２条
⑶　特定物件　秘密取扱原因契約に基づいて乙に交付され、又は乙が秘密取扱原因契約に基づいて保有し、受領し、若しくは作成した秘密に該当する物件、作成途上にあるその仕掛品又はこれらにより構成される物件をいう。



⒀　特定情報　秘密取扱原因契約に基づいて知得した秘密に該当する情報をいう。
	【点検票の規定なし】
防衛事業適合事業者契約条項
第２条
⑷　特定情報　秘密取扱原因契約に基づいて乙が知得した秘密に該当する情報をいう。



⒁　特定資料等　特定資料、特定物件又は特定情報をいう。
	【点検票】第１．規則の制定に関する必要事項
以下に記載する用語の定義が、関係法令等に照らして適切に記載されているか。
１３・特定資料等

防衛事業適合事業者契約条項
第２条
⑸　特定資料等　特定資料、特定物件又は特定情報をいう。



⒂　伝達　知識を相手方に伝えることであって、有体物である特定資料又は特定物件等の送達を伴わないものをいい、視覚、聴覚等により情報を相手方に伝えることをいう。
	【点検票】第１．規則の制定に関する必要事項
以下に記載する用語の定義が、関係法令等に照らして適切に記載されているか。
１３・伝達



⒃　秘密業務　特定資料等を取り扱い、製作、複製、送達、保管、管理等を行う業務をいう。
	【点検票】第１．規則の制定に関する必要事項
以下に記載する用語の定義が、関係法令等に照らして適切に記載されているか。
１３・秘密業務



⒄　関係社員　業務上、秘密業務に従事する必要がある者であって、適合事業者契約又は秘密取扱原因契約に基づいて特定資料等の取扱いが認められた者をいう。
	【点検票】第１．規則の制定に関する必要事項
以下に記載する用語の定義が、関係法令等に照らして適切に記載されているか。
１３・関係社員

防衛事業適合事業者契約条項
第２条
⑹　関係社員　乙の従業者であって、秘密取扱原因契約及びこの契約に基づいて特定資料等の取扱いが認められた者をいう。



⒅　下請負事業者関係社員　業務上、秘密業務に従事する必要がある下請負事業者の従業者であって、適合事業者契約又は秘密取扱原因契約に基づいて特定資料等の取扱いが認められた者をいう。
	【点検票】第１．規則の制定に関する必要事項
以下に記載する用語の定義が、関係法令等に照らして適切に記載されているか。
１３・請負事業者関係社員

防衛事業適合事業者契約条項
第２条
⑺　下請負事業者関係社員　下請負事業者の従業者であって、秘密取扱原因契約及びこの契約に基づいて特定資料等の取扱いが認められた者をいう。



⒆　第三者　法人又は自然人としての防衛装備庁と直接契約関係にある者以外の全ての者をいい、親会社、地域統括会社、ブランド・ライセンサー、フランチャイザー、コンサルタントその他の防衛装備庁と直接契約関係にある者に対して指導、監督、業務支援、助言、監査等を行うものを含む。
	【点検票の規定なし】




⒇　情報システム　ハードウェア、ソフトウェア（プログラムの集合体をいう。）、ネットワーク又は記憶媒体で構成されるものであって、これら全体で業務処理を行うものをいう。
	【点検票の規定なし】第１．規則の制定に関する必要事項
以下に記載する用語の定義が、関係法令等に照らして適切に記載されているか。
１３・情報システム

防衛事業適合事業者契約条項
⒂　情報システム　防衛省の情報保証に関する訓令（平成１９年防衛省訓令第１６０号）第２条第２号に規定する情報システムをいう。




(21)　秘密取扱情報システム　秘密を取り扱う情報システムであって、秘密取扱情報システムセキュリティ実装計画（ＳＳＰ）（情報システムが秘密取扱情報システムに求められる基準を満たしていることを証明する資料一式であって、ホワイトリスト、構成設定目録、操作手順書、アクセス制御方針、携帯型情報通信・記録機器の利用に係る要件、秘密取扱情報システムのセキュリティを確保するための組織体制、秘密取扱情報システムのネットワーク構成図及び秘密のデータのデータフロー図から構成されるものをいう。）により総括者の承認を得たものをいう。
	【点検票】第１．規則の制定に関する必要事項
以下に記載する用語の定義が、関係法令等に照らして適切に記載されているか。
１３・秘密取扱情報システム

防衛事業適合事業者契約条項
第２条
⒃　秘密取扱情報システム　秘密を取り扱う情報システムをいう。



(22)　可搬記憶媒体　パソコン又はその周辺機器に挿入又は接続して情報を保存することができる媒体又は機器のうち、可搬型のもの（フロッピーディスク、光磁気ディスク、ＵＳＢメモリ、外付けハードディスク等その他のパソコンに挿入又は接続して情報を保存し、当該情報を持ち出すことのできる媒体）をいう。
	【点検票】第１．規則の制定に関する必要事項
以下に記載する用語の定義が、関係法令等に照らして適切に記載されているか。
１３・可搬記憶媒体

防衛事業適合事業者契約条項
第２条
⒅　可搬記憶媒体　防衛省の情報保証に関する訓令第２条第５号に規定する可搬記憶媒体をいう。



(23)　携帯型情報通信・記録機器　携帯電話、携帯情報端末（ＰＤＡ）、映像走査器（ハンディスキャナ）、写真機、録音機、ビデオカメラ等の通話、記録等の機能を有する容易に携行できる機器をいう。
	【点検票】第１．規則の制定に関する必要事項
以下に記載する用語の定義が、関係法令等に照らして適切に記載されているか。
１３・可搬記憶媒体

防衛事業適合事業者契約条項
第２条
⒆　携帯型情報通信・記録機器　携帯電話、携帯情報端末、映像走査機器（ハンディスキャナー）、写真機、録音機その他の通話、記録等の機能を有する容易に携行できる機器をいう。



(24)　秘密保全施設　秘密を保全するための機能を備えた当事業所が、常続的に特定資料等を取り扱うための施設であって、防衛装備庁の承認を得た施設をいう。
	【点検票】第１．規則の制定に関する必要事項
以下に記載する用語の定義が、関係法令等に照らして適切に記載されているか。
１３・秘密保全施設

防衛事業適合事業者契約条項
第２条
⑻　秘密保全施設　特定資料等を情報漏えいの蓋然性の極めて低い環境で安全に取り扱い、又は厳重に保管するため、不法な侵入、秘密の窃取等を防止し、入退室を管理し、不審な立入りを検知するなどの秘密を保全するための機能を備えた乙が管理する施設であって、特定資料等を常続的に取り扱う施設として甲の承認を得たものをいう。



(25)　閉鎖区域　特定資料等の形状又は材質により、当該特定資料等の保管ができない場合に、短期的に当該特定資料等を保護するために期間を定めて設定し、秘密を保全するための機能を備えた当事業所の区域であって、防衛装備庁の承認を得た区域をいう。
	【点検票】第１．規則の制定に関する必要事項
以下に記載する用語の定義が、関係法令等に照らして適切に記載されているか。
１３・閉鎖区域

防衛事業適合事業者契約条項
第２条
⑼　閉鎖区域　特定資料等を情報漏えいの蓋然性の極めて低い環境で安全に取り扱うため、不法な侵入、秘密の窃取等を防止し、入退室を管理し、不審な立入りを検知するなどの秘密を保全するための機能を備えた乙が管理する区域であって、短期的に特定資料等を取り扱う区域として甲の承認を得たものをいう。



(26)　制限区域　特定資料等を取り扱うことができない特別の事情がある場合において、当該特定資料等の取扱いに関して秘密の保全上の脅威を明らかにし、取扱いの目的、場所、時間等を定め、当事業所の管理者（Ｂの場合、「特定秘密の保護に関する業務を管理する者」）が当該特定資料等の取扱業務に立ち会い、並びに常続的に監督及び監視する体制が確保された一時的な区域であって防衛装備庁の承認を得た区域をいう。
	【点検票】第１．規則の制定に関する必要事項
以下に記載する用語の定義が、関係法令等に照らして適切に記載されているか。
１３・制限区域

防衛事業適合事業者契約条項
第２条
⑽　制限区域　特定資料等を情報漏えいの蓋然性の極めて低い環境で安全に取り扱うため、不法な侵入、秘密の窃取等を防止し、区域への入退を管理し、不審な立入りを検知するなどの秘密を保全するための機能を備えた乙が管理する区域であって、当該区域を管理する者の常続的な監督及び監視の下、一時的に特定資料等を取り扱う区域として甲の承認を得たものをいう。



 (27)　秘密保全施設等　当事業所の秘密保全施設、閉鎖区域又は制限区域をいう。
	【点検票】第１．規則の制定に関する必要事項
以下に記載する用語の定義が、関係法令等に照らして適切に記載されているか。
１３・秘密保全施設等

防衛事業適合事業者契約条項
第２条
⑾　秘密保全施設等　秘密保全施設、閉鎖区域又は制限区域をいう。



(28)　保管容器　特定資料又は特定物件を保管する防衛装備庁の承認を得た容器をいう。
	【点検票】第１．規則の制定に関する必要事項
以下に記載する用語の定義が、関係法令等に照らして適切に記載されているか。
１３・保管容器



(29)　関係簿冊　秘密業務を管理するために必要な簿冊及び帳票の総称をいう。
	【点検票】第１．規則の制定に関する必要事項
以下に記載する用語の定義が、関係法令等に照らして適切に記載されているか。
１３・関係簿冊



(30)　反古紙　秘密取扱原因契約を履行する上で一時的に作成した原稿等をいう。
	【点検票】第１．規則の制定に関する必要事項
以下に記載する用語の定義が、関係法令等に照らして適切に記載されているか。
１３・反古紙



【ＢＣ】
(31)　外国政府等秘密情報　次に掲げるものをいう。
ア　米国秘密軍事情報　秘密軍事情報の保護のための秘密保持の措置に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定第１条（ａ）に規定する秘密軍事情報であって、アメリカ合衆国政府から受領したものをいう。
イ　北大西洋条約機構秘密情報　北大西洋条約機構から提供された情報又は資料であって、情報及び資料の保護に関する日本国政府と北大西洋条約機構との間の協定第１条（ⅱ）に規定する秘密の指定を受けているものをいう。
ウ　仏国秘密情報　情報の保護に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定第１条（ａ）に規定する秘密情報であって、フランス共和国政府から受領したものをいう。
エ　豪州秘密情報　情報の保護に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定第１条ａに規定する秘密情報であって、オーストラリア政府から受領したものをいう。
オ　英国秘密情報　情報の保護に関する日本国政府とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国政府との間の協定第１条ａに規定する秘密情報であって、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国政府から受領したものをいう。
カ　インド秘密軍事情報　秘密軍事情報の保護のための秘密保持の措置に関する日本国政府とインド共和国政府との間の協定第１条ａに規定する秘密軍事情報であって、インド共和国政府から受領したものをいう。
キ　伊国秘密情報　情報の保護に関する日本国政府とイタリア共和国政府との間の協定第１条ａに規定する秘密情報であって、イタリア共和国政府から受領したものをいう。
ク　韓国秘密軍事情報　秘密軍事情報の保護に関する日本国政府と大韓民国政府との間の協定第２条（ａ）に規定する秘密軍事情報であって、大韓民国政府から受領したものをいう。
ケ　独国秘密情報　情報の保護に関する日本国政府とドイツ連邦共和国政府との間の協定第１条（ａ）に規定する秘密情報であって、ドイツ連邦共和国政府から受領したものをいう。
コ　瑞国秘密情報　防衛装備品及び技術の移転に関する日本国政府とスウェーデン王国政府との間の協定第四条に基づく防衛装備品及び技術に係る情報保護に関する日本国防衛省とスウェーデン王国を代表する国防装備庁との間の取決め第１項に規定する秘密情報であって、スウェーデン王国国防装備庁から受領したものをいう。
サ　サウジ秘密情報　防衛協力及び交流の過程で取得される情報の保護に関する日本国防衛省とサウジアラビア王国国防省との間の取決め第１項ａに規定する秘密情報であって、サウジアラビア王国国防省から受領したものをいう。
シ　ＵＡＥ秘密情報　防衛装備品及び技術の移転に関する日本国政府とアラブ首長国連邦政府との間の協定第５条に従って作成される防衛装備品及び技術に係る情報の保護に関する日本国防衛省とアラブ首長国連邦国防省との間の取決め第１項第３に規定する秘密情報（「محظور 」に秘密指定されたものを除く。）であって、アラブ首長国連邦国防省から受領したものをいう。
ス　宇国秘密情報　情報の保護に関する日本国政府とウクライナ政府との間の協定第１条ａに規定する秘密情報であって、ウクライナ政府から受領したものをいう。
	【点検票】第１．規則の制定に関する必要事項
外国政府等秘密情報　以下の項目が定義されているか
１３・ア　米国秘密軍事情報
イ　北大西洋条約機構秘密情報
ウ　仏国秘密情報
エ　豪州秘密情報
オ　英国秘密情報
カ　インド秘密軍事情報
キ　伊国秘密情報
ク　韓国秘密軍事情報
ケ　独国秘密情報
コ　瑞国秘密情報
サ　サウジ秘密情報
シ　ＵＡＥ秘密情報
ス　宇国秘密情報



（運用上の注意）
第５条　本規則の実施に当たっては、秘密業務に関し、不当な拡張解釈を行ってはならない。
	【点検票】第２．運用上の注意及び解釈
規則の運用について以下の項目が規定されていること。
１　不当な拡張解釈の禁止



（運用・解釈）
第６条　本規則の解釈及び運用について疑義が生じた場合は、総括者に確認を得るものとする。
２　総括者は、当該疑義を解決することが困難な場合には、防衛装備庁装備政策部装備保全管理課長と協議するものとする。
	【点検票】第２．運用上の注意及び解釈
規則の運用について以下の項目が規定されていること。
２　解釈及び運用に疑義が生じた場合の協議

防衛事業適合事業者契約条項
第７８条　甲及び乙は、この契約に関し紛争又は疑義が生じた場合は、その都度協議して解決するものとする。



（秘密保全組織）
第７条　総括者は、本規則を円滑に実施・運用するため、秘密の保護に必要な組織（以下「秘密保全組織」という。）を設定するものとする。なお、設定した秘密保全組織は、年１回、定期的に見直しを実施するとともに、人事異動等により変更が発生する都度、速やかに改編するものとする。
	【点検票】第３．秘密保全体制の整備及び維持
秘密保全体制の整備及び維持について以下の項目が規定されていること。
１　秘密保全体制（総括者、秘密保全組織、外国の影響等の評価、教育体制、秘密
保全施設及び秘密取扱情報システム）の整備及び維持について定めているか。

【点検票】第４．秘密保全組織及び関係社員の指定及び職務等に関する規定
秘密保全組織及び関係社員について以下の項目が規定されていること。
１　秘密保全組織の設定及び改編について



２　秘密保全組織は、総括者、管理責任者（代行者を指定する場合はその者を含む。）、保全責任者（代行者及び補助者を指定する場合はその者を含む。）及び取扱者をもって構成するものとする。
	【点検票】第４．秘密保全組織及び関係社員の指定及び職務等に関する規定
秘密保全組織及び関係社員について以下の項目が規定されていること。
２　秘密保全組織の構成について




３　総括者は、秘密保全組織を設定するにあたり、秘密の保護に係る関係部署及び関係社員の秘密保全に対する責任分担及び役割（秘密保全に係る手続の実施を含む。）を明確に定めるものとする。
	【点検票】第４．秘密保全組織及び関係社員の指定及び職務等に関する規定
秘密保全組織及び関係社員について以下の項目が規定されていること。
３　秘密保全組織を構成する者の責任分担及び役割について

防衛事業適合事業者契約条項
第１２条
⑶　特定資料等を取り扱う乙の関係部署の長並びに関係社員の責任及び役割を明確にすること。



（総括者の責任）
第８条　総括者は、●●●●事業所長とする。総括者は、特定資料等の保護について全般的な指導及び監督を行い、秘密業務に対する最高の責任を負う。
２　総括者は、関係社員以外の役員、管理職員等を含む従業者その他の全ての構成員について、関係社員以外の者が秘密に接することのないようにするとともに、職務上の下級者等に対し、当該秘密の提供を要求させてはならないものとする。
	【点検票】第３．秘密保全体制の整備及び維持
秘密保全体制の整備及び維持について以下の項目が規定されていること。
１　秘密保全体制（総括者、秘密保全組織、外国の影響等の評価、教育体制、秘密
保全施設及び秘密取扱情報システム）の整備及び維持について定めているか。

【点検票】第４．秘密保全組織及び関係社員の指定及び職務等に関する規定
秘密保全組織及び関係社員について以下の項目が規定されていること。
４　総括者の指定及び責任について

防衛事業適合事業者契約条項
第３条
２　乙は、総括者を配置しなければならない。総括者は、乙において特定資料等の保護に関する業務の全般を総括する責任者であり、特定資料等の取扱いの業務の全般を管理するものとする。



３　総括者は、秘密保全規則等（本規則及び本規則に基づき制定した細則を含む。）に違反した者に対する正式な懲戒手続を整備し、かつ懲戒を確実に履行するものとする。
	【点検票】第４．秘密保全組織及び関係社員の指定及び職務等に関する規定
秘密保全組織及び関係社員について以下の項目が規定されていること。
５　秘密保全規則の違反者に対する懲戒処分について

防衛事業適合事業者契約条項
防衛事業適合事業者契約条項
第３条
４　乙は、特定資料等の取扱いに関する法令又は秘密保全規則（秘密保全規則とあわせて秘密保全実施要領を定めている場合はこれを含む。以下同じ。) に違反した従業者に対する正式な懲戒手続を備えなければならず、かつ、懲戒を確実に実施しなければならない。


４　総括者は、特定資料等の管理を確実に実施するため、特定資料等の取扱いの業務の管理を行う関係社員の当該管理の業務ごとに、当該関係社員の権限及び義務を定め、及び他の特定資料等の取扱いの業務を行う関係社員による確認、監視等の手順を定めるとともに、関係社員全員に対する教育、監督、検査等を適切かつ確実に行うものとする。
	【点検票】第４．秘密保全組織及び関係社員の指定及び職務等に関する規定
秘密保全組織及び関係社員について以下の項目が規定されていること。
６　関係社員が秘密を取り扱う際の手順の作成について

防衛事業適合事業者契約条項
第２０条
２　乙は、特定資料等の取扱いの業務の管理を行う従業者の管理の業務ごとに当該従業者の責任及び役割を定め、及び他の特定資料等の取扱いの業務を行う関係社員による確認、監視等の手順を定め、全ての関係社員に乙の監督が及ぶようにしなければならない。



５　総括者は、当事業所の秘密保全施設等において特定資料等の取扱いの業務を行う下請負事業者関係社員があるときは、当該下請負事業者関係社員に適用される下請負事業者の秘密保全規則との関係を整理しておくものとする。
	【点検票】第２．運用上の注意及び解釈
規則の運用について以下の項目が規定されていること。。
３　自社の秘密保全施設等で特定資料等を取り扱う下請負事業者がいる場合の、下請負事業者の秘密保全規則との関係の整理

防衛事業適合事業者契約条項
第２０条
４　前項に規定する措置を講じるに当たり、乙の秘密保全施設等において特定資料等の取扱いの業務を行う下請負事業者関係社員があるときは、当該下請負事業者関係社員に適用される下請負事業者の秘密保全規則との関係を整理しなければならない。



[bookmark: _Hlk219207296]（総括者の変更）
第９条　総括者を変更する場合は、防衛事業適合事業者制度等に関する訓令第１６条に規定する情報保全体制の変更に係る申請を行い、防衛装備庁の承認を得るものとする。
	防衛事業適合事業者制度等に関する訓令
第１６条　装備政策部長は、防衛事業適合事業者から、防衛事業適合事業者契約の対象となる情報保全体制の変更をしたい旨の申請を受けた場合は、第１３条各項の規定に準じて必要な審査等を行うものとし、当該変更の内容について情報保全基準を満たしていると認めた場合は、装備政策部長又はその委任を受けた者が、必要に応じて、当該防衛事業適合事業者と当該防衛事業適合事業者契約の変更を行うものとする。



（関係社員の職務）
第１０条　関係社員の職務は、次のとおりとする。
⑴　管理責任者
管理責任者は、秘密業務を行う部門の部長又はこれに準ずる者から、別紙様式第●号により総括者が指定する。管理責任者は、その所掌管理単位における秘密業務に係る関係社員の職務遂行を指導・監督する。
⑵　保全責任者
保全責任者は、秘密業務を行う部門の課長又はこれに準ずる者から、別紙様式第●号により総括者が指定する。保全責任者は、特定資料等の保管並びにこれに伴う事務を行うほか、取扱者を指導・監督する。
⑶　管理責任者又は保全責任者の代行者
総括者は、管理責任者又は保全責任者が長期の出張、休暇等によりその職務を行うことができない場合に備え、あらかじめ、別紙様式第●号によりこれらの代行者を指定することができる。代行者の責務は、管理責任者又は保全責任者と同じである。
	【点検票】第４．秘密保全組織及び関係社員の指定及び職務等に関する規定
秘密保全組織及び関係社員について以下の項目が規定されていること。
７　保全責任者の指定及び職務について



⑷　保全責任者の補助者
総括者は、保全責任者が行う事務を補佐する者として、保全責任者の補助者を別紙様式第●号により指定することができる。
	【点検票】第４．秘密保全組織及び関係社員の指定及び職務等に関する規定
秘密保全組織及び関係社員について以下の項目が規定されていること。
８　保全責任者の補助者の指定について



⑸　取扱者
取扱者は、総括者から指定され、秘密業務に従事する。
２　総括者は、関係社員を指定又は解除するときは、指定・解除簿（別紙様式第●号）にその旨を記録するものとする。
	【点検票】第４．秘密保全組織及び関係社員の指定及び職務等に関する規定
秘密保全組織及び関係社員について以下の項目が規定されていること。
９　関係社員の指定及び解除について



[bookmark: _Hlk219207885]（関係社員の指定及び範囲の制限）
【ＡＣ】
第１１条　総括者は、関係社員の指定に当たっては、人格、素行、勤務状況等を総合的に勘案し、秘密業務に従事するに相応しい者を指定するとともに、その範囲を必要最小限度にとどめるものとする。
	【点検票】第４．秘密保全組織及び関係社員の指定及び職務等に関する規定
秘密保全組織及び関係社員について以下の項目が規定されていること。
１０　関係社員としてふさわしい者を指定し、また指定の範囲は必要最小限にとどめることについて

防衛事業適合事業者契約条項
第１３条
３　第１項の規定により決定する特定資料等の取扱いの業務を行わせようとする従業者の範囲は、特定資料等を取り扱うことがふさわしいと認められた従業者の中から、その責任及び役割を明確にし、秘密を知得させる必要性を考慮して最小限にとどめなければならない。



【ＡＣ】
２　総括者は、前項における関係社員を指定するに当たっては、防衛省との契約に違反する行為を求められた場合に、これを拒む権利を、実効性をもって法的に保障されない者を当該相応しい者と認めてはならない。
	【点検票】第４．秘密保全組織及び関係社員の指定及び職務等に関する規定
秘密保全組織及び関係社員について以下の項目が規定されていること。
１１　防衛省との契約に違反する行為を求められた場合に、これを拒む権利を実行性をもって法的に保証されない者を関係社員として指定することができないことについて

防衛事業適合事業者契約条項
第１３条
４　乙は、その従業者について特定資料等を取り扱うことがふさわしいと認めるに当たっては、防衛装備庁との契約又はこの契約に違反する行為を求められた場合にこれを拒む権利を実効性をもって法的に保障されない者を認めてはならない。



３　総括者は、関係社員の指定に当たっては、当該関係社員の指定を行おうとする従業者の同意を得なければならない。
	【点検票】第４．秘密保全組織及び関係社員の指定及び職務等に関する規定
秘密保全組織及び関係社員について以下の項目が規定されていること。
１２　関係社員の指定についての同意を得ることについて

防衛事業適合事業者契約条項
第１３条
２　前項の規定により特定資料等の取扱いの業務を行わせようとする従業者の範囲を決定するに当たっては、特定資料等の取扱いの業務を行うことに同意しない従業者を当該範囲に含めてはならない。



４　総括者は、関係社員の秘密保全に関する責任を明確にし、在任中及び離任後における秘密保全の取扱いについての「同意書」を関係社員に提出させるものとする。
	【点検票】第４．秘密保全組織及び関係社員の指定及び職務等に関する規定
秘密保全組織及び関係社員について以下の項目が規定されていること。
１３　関係社員の指定に当たり同意書を取得することについて

防衛事業適合事業者契約条項
第１７条　第１４条第２項の規定に基づく従業者の同意及び第１５条第１項の規定に基づく甲の同意を得た従業者の同意については、次の各号に掲げる秘密の区分に応じ、当該各号に定める同意書を得るものとする。
⑴　特別防衛秘密又は装備品等秘密　装備政策部長が別に定める同意書
⑵　特定秘密　適性評価（特秘法第１２条第１号の適性評価をいう。以下同じ。）に関して別に定められた同意書



５　総括者は、第３項の規定により関係社員としての指定を行おうとする従業者が同意をしない場合及び第１３条第１項に規定する関係社員名簿の同意が防衛装備庁から得られない場合において、当該社員に対して不利益な取扱いをしてはならない。
	【点検票】第４．秘密保全組織及び関係社員の指定及び職務等に関する規定
秘密保全組織及び関係社員について以下の項目が規定されていること。
１４　関係社員として指定されることに同意しなかった従業者又は防衛省が関係社員の指定の同意をしなかった従業者に対する、不利益な取扱いの禁止について

防衛事業適合事業者契約条項
第１６条　乙は、前２条の規定による関係社員候補者名簿又は関係社員名簿の作成に関し、次の各号に掲げる者に人事上その他の不利益な取扱いをしてはならない。
⑴　特定資料等の取扱いの業務を行うことに同意しなかった従業者
⑵　関係社員候補者名簿に掲載された従業者のうち甲の同意が得られなかった者



（関係社員の指定及び範囲の制限）
【Ｂ（次の３項）】
第１２条　総括者は、特定秘密を取り扱う関係社員の指名に当たっては、適性評価により特定秘密を取り扱うことが認められた者の中から指名するとともに、その取り扱い得る特定秘密の範囲を必要最小限度にとどめるものとする。
	【点検票】第４．秘密保全組織及び関係社員の指定及び職務等に関する規定
秘密保全組織及び関係社員について以下の項目が規定されていること。
１５　特定秘密を取り扱う関係社員の指名に当たっては、適性評価により特定秘密の取扱いが認められた者から指名し、取り扱う特定秘密の範囲を最小限にすることについて

防衛事業適合事業者制度等に関する訓令の実施要領
第２０　従業者の確認
１　物別官室長等は、防衛事業適合事業者契約の下で、秘密取扱原因契約を履行する防衛事業適合事業者に対し、秘密の取扱いの業務を行わせようとする従業者を掲載した関係社員候補者名簿（ 以下「候補者名簿」という。）及び候補者名簿に掲載される従業者（下請負事業者としての許可を受けようとする防衛事業適合事業者の従業者を含む。以下同じ。）の同意書（ 写し） を提出させるものとする。この場合において、物別官室長等は、当該候補者名簿に記載される従業者が契約の履行に当たり必要最小限にとどめられていること等について確認をするものとする。



２　総括者は、適性評価の結果、特定秘密の取扱いが認められた従業者について、新たな適性評価の結果として、防衛装備庁の特定秘密管理者の結果、適性がないと認められた旨の通知があった場合は、当該従業者が特定秘密を取り扱わないよう措置するものとする。
	【点検票】第４．秘密保全組織及び関係社員の指定及び職務等に関する規定
秘密保全組織及び関係社員について以下の項目が規定されていること。
１６　特定秘密の取扱いを認められた関係社員が、引き続き特定秘密を取り扱うことの適性を疑われた場合の措置について

適性評価に関する特約条項
第５条　乙は、適性評価の結果適性があると認められた従業者であって、現に特定秘密を取り扱っている者又は新たに特定秘密を取り扱わせようとしている者について、特定秘密管理者から、新たな適性評価の結果として、適性がないと認められた旨通知があったときは、直ちに、当該従業者が特定秘密を取り扱わないよう措置しなければならない。特定秘密管理者から、法第１２条第１項第３号の規定に該当するため、適性に疑義がある旨通知されたときも同様とする。



３　総括者は、必要な措置を行った場合は、速やかに特定秘密管理者に当該措置の内容等について報告するものとする。
	【点検票】第４．秘密保全組織及び関係社員の指定及び職務等に関する規定
秘密保全組織及び関係社員について以下の項目が規定されていること。
１６　特定秘密の取扱いを認められた関係社員が、引き続き特定秘密を取り扱うことの適性を疑われた場合の措置について

適性評価に関する特約条項
第６条　乙は、過去５年以内に適性評価の結果適性があると認められた従業者であって、現に特定秘密を取り扱っている者又は新たに特定秘密を取り扱わせようとしている者について、教育等を通じて「特定秘密の保護に関する誓約書」に基づく申出を徹底させるとともに、面談等の機会を活用し、次に掲げる事情が職務の内外を問わず生じていないかどうかの確認を年1回以上行い、状況の変化の継続的な把握に努めなければならない。
⑴　外国籍の者と結婚した場合その他外国との関係に大きな変化があったこと。
⑵　罪を犯して検挙されたこと。
⑶　懲戒処分の対象となる行為をしたこと。
⑷　情報の取扱いに関する規則に違反したこと。
⑸　違法な薬物の所持、使用等薬物の違法又は不適切な取扱いを行ったこと。
⑹　自己の行為の是非を判別し、若しくはその判別に従って行動する能力を失わせ、又は著しく低下させる症状を呈していると疑われる状況に陥ったこと。
⑺　飲酒により、けんか等の対人トラブルを引き起こしたり、業務上の支障を生じさせたりしたこと。
⑻　裁判所から給与の差押命令が送達されるなど経済的な問題を抱えていると疑われる状況に陥ったこと。
⑼　上記のほか、特定秘密を漏らすおそれがないと認めることについて疑義が生じたこと。
２　乙は、前項各号に掲げる事情があると認めた場合には、速やかに特定秘密管理者に報告しなければならない。



（関係社員名簿）
【ＡＣ】
第１３条　総括者は、秘密取扱原因契約ごとに、当該契約において特定資料等を取り扱う予定の従業者に係る関係社員候補者名簿を作成し、当該名簿に登載された関係社員が秘密業務に従事する前に、防衛装備庁に届け出て、その同意を得るものとする。
２　前項の防衛装備庁の同意及び第１１条第３項の従業者の同意を得た従業者に係る名簿を関係社員名簿として管理するものとする。
	【点検票】第４．秘密保全組織及び関係社員の指定及び職務等に関する規定
秘密保全組織及び関係社員について以下の項目が規定されていること。
１８　関係社員候補者名簿の届出及び名簿に登載される従業者の同意書の提出について

防衛事業適合事業者契約条項
第１４条　乙は、前条の規定により従業者の範囲を決定するときは、秘密取扱原因契約ごとに、秘密の区分に応じた関係社員候補者名簿（装備政策部長が別に定める様式に関係社員の氏名、生年月日、所属する部署、役職、国籍等を記載した名簿をいう。以下同じ。）を作成しなければならない。
３　乙は、前２項の規定により作成した関係社員候補者名簿に掲載された従業者に特定資料等の取扱いの業務を行わせることについて、甲の同意を得なければならない。
第１５条　乙は、前条第３項に規定する甲の同意を得たときは、特定資料等の取扱いの業務から離れた後を含め、特定資料等の取扱いの業務を通じて知得した秘密を保全する責任があること等について、甲の同意を得た従業者の同意を得なければならない。




【ＡＣ】
３　総括者は、人事異動等により関係社員に変更があった場合は、関係社員名簿を遅滞なく更新するとともに、改めて防衛省に届け出て、その同意を得るものとする。
	【点検票】第４．秘密保全組織及び関係社員の指定及び職務等に関する規定
秘密保全組織及び関係社員について以下の項目が規定されていること。
１９　関係社員名簿の変更について

防衛事業適合事業者契約条項
第１５条　乙は、前条第３項に規定する甲の同意を得たときは、特定資料等の取扱いの業務から離れた後を含め、特定資料等の取扱いの業務を通じて知得した秘密を保全する責任があること等について、甲の同意を得た従業者の同意を得なければならない。
２　前条第３項に規定する甲の同意及び前項に規定する甲の同意を得た従業者の同意のいずれも得られた従業者が掲載された名簿を関係社員名簿とする。
３　乙は、関係社員名簿に掲載された従業者を変更しようとするときは、前条
及び第１項に規定する手続をとらなければならない。




４　総括者は、契約の履行以外の目的で関係社員候補者名簿又は関係社員名簿に記載された情報を使用してはならないものとする。
	【点検票】第４．秘密保全組織及び関係社員の指定及び職務等に関する規定
秘密保全組織及び関係社員について以下の項目が規定されていること。
２０　関係社員名簿の目的外使用の禁止について

防衛事業適合事業者契約条項
第１６条
２　乙は、関係社員候補者名簿又は関係社員名簿に掲載された情報をこの契約を履行する目的以外のために利用してはならない。










（関係社員名簿）
【Ｂ（次の４項）】
第１４条　総括者は、従業者に特定秘密を取り扱わせるために防衛省による適性評価を実施する必要があると認めるときは、特定秘密管理者に候補者名簿を提出するものとする。
	【点検票】第４．秘密保全組織及び関係社員の指定及び職務等に関する規定
秘密保全組織及び関係社員について以下の項目が規定されていること。
１８　関係社員候補者名簿の届出及び名簿に登載される従業者の同意書の提出について

適性評価に関する特約条項
第１条　乙は、その従業者に特定秘密を取り扱わせるため防衛装備庁長官による適性評価を実施する必要があると認めるときは、その者の氏名、生年月日、所属する部署、役職名及び法第１２条第１項各号のうち該当する号その他参考となる事項を記載し、又は記録した名簿を作成し、これを特定秘密管理者に提出しなければならない。



２　総括者は、前項の名簿の内容に変更があるときは、特定秘密管理者に速やかに通知しなければならない。
	【点検票】なし

適性評価に関する特約条項
第１条　乙は、その従業者に特定秘密を取り扱わせるため防衛装備庁長官による適性評価を実施する必要があると認めるときは、その者の氏名、生年月日、所属する部署、役職名及び法第１２条第１項各号のうち該当する号その他参考となる事項を記載し、又は記録した名簿を作成し、これを特定秘密管理者に提出しなければならない。
２　乙は、前項の名簿に記載し、又は記録した事項に変更があるときは、速やかに特定秘密管理者に通知しなければならない。

防衛事業適合事業者契約条項
第１４条　乙は、前条の規定により従業者の範囲を決定するときは、秘密取扱原因契約ごとに、秘密の区分に応じた関係社員候補者名簿（装備政策部長が別に定める様式に関係社員の氏名、生年月日、所属する部署、役職、国籍等を記載した名簿をいう。以下同じ。）を作成しなければならない。



３　総括者は、適性評価の結果、適性があると認められた従業者の関係社員名簿を作成し、当該名簿に登載された関係社員に特定秘密を取り扱わせる前に、特定秘密管理者に報告するものとする。
	【点検票】なし

防衛事業適合事業者契約条項
第１４条
３　乙は、前２項の規定により作成した関係社員候補者名簿に掲載された従業者に特定資料等の取扱いの業務を行わせることについて、甲の同意を得なければならない。
４　乙は、前項に規定する甲の同意を得るまでは、関係社員候補者名簿に掲載された従業者に特定資料等の取扱いの業務を行わせてはならない。



４　総括者は、人事異動等により関係社員を変更する必要があるときは、あらかじめ特定秘密管理者に報告するとともに、その後遅滞なく、関係社員名簿を更新するものとする。
	【点検票】なし

防衛事業適合事業者契約条項
第１５条
３　乙は、関係社員名簿に掲載された従業者を変更しようとするときは、前条及び第１項に規定する手続をとらなければならない。



【Ｂ（次の２項）】
（継続的な変化の把握）
第１５条　総括者は、関係社員に指定している者に対して、次に掲げる事情が職務の内外を問わず生じていないかどうかの確認を、年一回以上面談等の機会を活用して行い、状況の変化の継続的な把握に務めるものとする。
⑴　外国籍の者と結婚した場合その他外国との関係に大きな変化があったこと。
⑵　罪を犯して検挙されたこと。
⑶　懲戒処分の対象となる行為をしたこと。
⑷　情報の取扱いに関する規則に違反したこと。
⑸　違法な薬物の所持、使用等薬物の違法又は不適切な取扱いを行ったこと。
⑹　自己の行為の是非を判別し、若しくはその判別に従って行動する能力を失わせ、又は著しく低下させる症状を呈していると疑われる状況に陥ったこと。
⑺　飲酒により、けんか等の対人トラブルを引き起こしたり、業務上の支援を生じさせたりしたこと。
⑻　裁判所から給与の差し押さえ命令が送達されるなど経済的な問題を抱えていると疑われる状況に陥ったこと。
⑼　上記のほか、秘密を漏らすおそれがないと認めることについて疑義が生じたこと。
	【点検票】第４．秘密保全組織及び関係社員の指定及び職務等に関する規定
秘密保全組織及び関係社員について以下の項目が規定されていること。
２１　面談等による関係社員の継続的な変化の把握について

適性評価に関する特約条項
第６条　乙は、過去５年以内に適性評価の結果適性があると認められた従業者であって、現に特定秘密を取り扱っている者又は新たに特定秘密を取り扱わせようとしている者について、教育等を通じて「特定秘密の保護に関する誓約書」に基づく申出を徹底させるとともに、面談等の機会を活用し、次に掲げる事情が職務の内外を問わず生じていないかどうかの確認を年1 回以上行い、状況の変化の継続的な把握努めなければならない。
⑴　外国籍の者と結婚した場合その他外国との関係に大きな変化があったこと。
⑵　罪を犯して検挙されたこと。
⑶　懲戒処分の対象となる行為をしたこと。
⑷　情報の取扱いに関する規則に違反したこと。
⑸　違法な薬物の所持、使用等薬物の違法又は不適切な取扱いを行ったこと。
⑹　自己の行為の是非を判別し、若しくはその判別に従って行動する能力を失わせ、又は著しく低下させる症状を呈していると疑われる状況に陥ったこと。
⑺　飲酒により、けんか等の対人トラブルを引き起こしたり、業務上の支障を生じさせたりしたこと。
⑻　裁判所から給与の差押命令が送達されるなど経済的な問題を抱えていると疑われる状況に陥ったこと。
⑼　上記のほか、特定秘密を漏らすおそれがないと認めることについて疑義が生じたこと。



２　総括者は、前項各号に掲げる事情があると認めた場合は、速やかに防衛省に報告するものとする。
	【点検票】第４．秘密保全組織及び関係社員の指定及び職務等に関する規定
秘密保全組織及び関係社員について以下の項目が規定されていること。
２２　上記における関係社員の事情変化があった場合の報告について

適性評価に関する特約条項
第６条　
２　乙は、前項各号に掲げる事情があると認めた場合には、速やかに特定秘密管理者に報告しなければならない。



（適格証明書）
第１６条　総括者は、関係社員を指定したときは、当該関係社員が取り扱い得る秘密の範囲を証明するため、当該関係社員に対し、適格証明書（別紙様式第●号）を交付するものとする。
	【点検票】第４．秘密保全組織及び関係社員の指定及び職務等に関する規定
秘密保全組織及び関係社員について以下の項目が規定されていること。
２３　適格証の作成交付について



２　秘密適格証明書には氏名、写真、取り扱い得る秘密の範囲、その他必要な事項等を記載し、簡単に作成又は修正することができないものとする。
	【点検票】第４．秘密保全組織及び関係社員の指定及び職務等に関する規定
秘密保全組織及び関係社員について以下の項目が規定されていること。
２４　適格証の内容について



３　適格証明書には一連番号を付すとともに、適格証明書管理簿（別紙様式第●号）を作成し、発行、回収、破棄について確実に管理するものとする。
	【点検票】第４．秘密保全組織及び関係社員の指定及び職務等に関する規定
秘密保全組織及び関係社員について以下の項目が規定されていること。
２５　適格証の管理について






４　総括者は、適格証明書の保有状況を定期的に点検するものとする。
	【点検票】第４．秘密保全組織及び関係社員の指定及び職務等に関する規定
秘密保全組織及び関係社員について以下の項目が規定されていること。
２６　適格証の点検について



５　総括者は、関係社員の指定を解除したときは、適格証明書を遅滞なく回収し、破棄するものとする。
	【点検票】第４．秘密保全組織及び関係社員の指定及び職務等に関する規定
秘密保全組織及び関係社員について以下の項目が規定されていること。
２７　適格証の回収について



[bookmark: _Hlk219208743]（引継ぎ）
第１７条　管理責任者又は保全責任者が交代する場合は、引継確認簿（別紙様式第●号）を用い、新旧の管理責任者又は保全責任者間において確実に引継ぎを行うものとする。この引継ぎには、特定資料等のみならず関係簿冊の引継ぎを含むものとする。
	【点検票】第４．秘密保全組織及び関係社員の指定及び職務等に関する規定
秘密保全組織及び関係社員について以下の項目が規定されていること。
２８　管理責任者及び保全責任者の引継ぎについて



２　管理責任者は、保全責任者が交代する場合の引継ぎに立ち会うとともに、当該引継ぎが確実に行われたことを証明するため、引継確認簿にそれぞれ確認を行ったことの記録を残すものとする。
	【点検票】第４．秘密保全組織及び関係社員の指定及び職務等に関する規定
秘密保全組織及び関係社員について以下の項目が規定されていること。
２９　引継ぎの記録、確認及び廃棄について

防衛事業適合事業者契約の契約条項に係る細部事項
第１３　取扱いの記録
１　契約条項第４３条第１項の規定に基づき、特定資料等の閲覧その他関係社員及び下請負事業者関係社員による特定資料等の取扱いの経過を把握するため、乙は、次の各号に掲げる帳簿について、当該各号による様式を基準として必要な事項を記録し、これを管理するものとする。
⑴　秘密文書等閲覧簿付紙様式第１３
⑵　秘密文書等貸出簿付紙様式第１４
⑶　文字盤鍵組合せ番号変更記録簿付紙様式第１５
⑷　適格証明書管理簿付紙様式第１６
⑸　引継確認簿付紙様式第１７










（第三者への開示の禁止）
第１８条　総括者は、第三者との契約において当事業所の保有し、又は知り得た情報を伝達、交換、共有その他提供する約定があるときは、秘密の情報をその対象から除く措置を講じなければならない。
	【点検票】第５．秘密情報の取扱いの範囲等について
秘密情報の取扱いについて、以下の項目が規定されていること。
１　第三者による取扱いの禁止について

防衛事業適合事業者契約条項
第４０条　乙は、特定資料等について、次条に規定する場合その他の秘密の管理職員の許可を得た場合を除き、第三者に提供してはならない。



（秘密の取扱いの範囲）
第１９条　総括者は、関係社員以外の者（防衛省の許可を受けた者を除く。）を秘密業務に従事させてはならない。
	【点検票】第５．秘密情報の取扱いの範囲等について
秘密情報の取扱いについて、以下の項目が規定されていること。
２　関係社員以外の従業者による秘密業務の従事禁止について

防衛事業適合事業者契約条項
第３条
３　乙は、特定資料等の保護及び取扱いに関し、次の各号に掲げる事項を含め、その従業者が遵守すべきことを明確にしなければならない。
⑴　関係社員以外の乙の従業者は、特定資料等に接してはならないこと。



２　総括者は、関係社員であっても、秘密業務に必要な限度を超えて特定資料等を取り扱わせてはならない。
【Ｂ：また、当該関係社員が取り扱うことのできる特定秘密以外の特定秘密を取り扱わせてはならない。】
	【点検票】第５．秘密情報の取扱いの範囲等について
秘密情報の取扱いについて、以下の項目が規定されていること。
３　関係社員におけるNeed to knowの厳格な管理




３　関係社員は、関係社員以外の者（防衛省の許可を受けた者を除く。）【Ｂ：及び当該特定秘密を取り扱うことができる関係社員以外の関係社員】に特定資料等を閲覧させ、又は伝達してはならない。また、特定情報を取り扱うことができる関係社員相互間においても、秘密業務に必要な限度を超えて特定情報を伝達してはならない。

【自社で秘密保全施設（及び秘密取扱情報システム）を保有しない場合：以下２項（４項・５項）】
[bookmark: _Hlk223710960]４　防衛省又は他の事業者の秘密保全施設において、特定資料等の閲覧を行う際は、防衛省又は他の事業者からの指示に従うものとする。
５　関係職員は、業務上閲覧した特定情報について、他の関係職員を含むいかなる者に対しても伝達してはならない。

６　関係職員以外の役員、管理職員等を含むその他の全ての構成員について、関係職員以外の者は秘密に接してはならず、かつ、職務上の下級者等に対してその提供を要求してはならない。
	【点検票】第５．秘密情報の取扱いの範囲等について
秘密情報の取扱いについて、以下の項目が規定されていること。
４　関係社員の責務及び関係社員相互の伝達の制限について

防衛事業適合事業者契約条項
第３９条
２　乙は、特定資料等の関係社員であっても、現に当該特定資料等について取り扱う必要のない従業者に当該特定資料等を供覧してはならない。



（防ちょう）
第２０条　関係社員は、特定資料等の不正な取扱い、又は探知、奪取、破壊等を防止するための措置を講じるものとする。
	【点検票】第５．秘密情報の取扱いの範囲等について
秘密情報の取扱いについて、以下の項目が規定されていること。
５　防ちょうについて



（罰則等）
第２１条　総括者は、関係社員が本規則に違反して、特定資料若しくは特定物件を紛失し、又は特定情報を漏えいした場合は、就業規則に基づき懲戒の対象となること及び法律に基づき刑事罰を課されることを周知するものとする。
	【点検票】第５．秘密情報の取扱いの範囲等について
秘密情報の取扱いについて、以下の項目が規定されていること。
６　秘密の漏えい等に係る罰則等の周知について



（目的外利用の禁止）
第２２条　総括者は、防衛装備庁の書面による承認を得ることなく、秘密を提供された目的以外に利用してはならない。外国政府等秘密情報については、防衛省を経由し、当該外国政府の事前の書面による承認を得ることなく、当該外国政府等秘密情報を提供された目的以外に利用してはならない。
	【点検票】第５．秘密情報の取扱いの範囲等について
秘密情報の取扱いについて、以下の項目が規定されていること。
７　秘密の目的外利用の禁止について






（秘の指定の変更及び解除）
第２３条　総括者は、秘密の区分に応じて装備政策部長が定めた要件を防衛装備庁が変更した場合は、防衛装備庁が設定する経過措置期間の間に対応するものとする。
	【点検票】第３．秘密保全体制の整備及び維持
秘密保全体制の整備及び維持について以下の項目が規定されていること。
３　防衛省が秘密の区分に応じた要件を変更した場合、防衛省が設定した期間内に対応することを定めているか。




（外国からの影響及び支配）
第２４条　総括者は、防衛装備庁が定めるところに従い、当事業所の特定資料等の取扱いに対する外国からの影響及び支配の程度について、１年に１回評価するものとする。
	【点検票】第３．秘密保全体制の整備及び維持
秘密保全体制の整備及び維持について以下の項目が規定されていること。
１　秘密保全体制（総括者、秘密保全組織、外国の影響等の評価、教育体制、秘密
保全施設及び秘密取扱情報システム）の整備及び維持について定めているか。

【点検票】第３．秘密保全体制の整備及び維持
秘密保全体制の整備及び維持について以下の項目が規定されていること。
３　防衛省が秘密の区分に応じた要件を変更した場合、防衛省が設定した期間内に対応することを定めているか。

防衛事業適合事業者契約条項
第１９条　乙は、乙における特定資料等の取扱いに対する外国からの影響及び支配の程度について、装備政策部長が別に定めるところに従い、定期的に評価しなければならない。



（秘密保全体制の変更）
第２５条　総括者は、構築した秘密保全体制（外国からの影響及び支配の程度に係る評価を除く。）を変更する必要があると認めた場合には、あらかじめ、管轄防衛局等を経由して防衛装備庁の承認を得なければならない。
	【点検票】第３．秘密保全体制の整備及び維持
秘密保全体制の整備及び維持について以下の項目が規定されていること。
５　秘密保全体制（外国からの影響及び支配の程度に係る評価を除く。）を変更する場合は、あらかじめ防衛省の承認を得ることを定めているか。

防衛事業適合事業者契約条項
第１１条　乙は、前３条の規定に基づき構築した秘密保全体制（外国からの影響及び支配の程度に係る評価を除く。）を変更する必要があると認めた場合には、あらかじめ、管轄防衛局等を経由して甲の承認を得なければならない。



（保全教育）
第２６条　総括者は、年間計画を立て、年１回以上、関係社員に対する保全教育を実施するものとし、本規則を確実に関係社員に周知するものとする。
	【点検票】第３．秘密保全体制の整備及び維持
秘密保全体制の整備及び維持について以下の項目が規定されていること。
１　秘密保全体制（総括者、秘密保全組織、外国の影響等の評価、教育体制、秘密
保全施設及び秘密取扱情報システム）の整備及び維持について定めているか。

【点検票】第６．関係社員及び従業者に対する教育の実施内容及び方法について
関係者員等の教育について、以下の項目が規定されていること。
１　保全教育の年間計画について

防衛事業適合事業者契約条項
第２１条　乙は、その従業者、下請負事業者関係社員（下請負を行う場合に限る。）及び乙の秘密保全施設等に立ち入る者に対し、定期的に、及び臨時に特定資料等の取扱に関する教育を行うものとし、このため、年度の教育計画その他特定資料等に係る秘密の保全に関する教育の計画を定めなければならない。
２　前項に規定する教育の計画は、総括者が定めるものとする。



２　総括者は、保全教育を実施するときは、その内容及び実施方法について、あらかじめ防衛装備庁に申請し、その確認を受けるものとする。
３　前項に規定する保全教育には、次の各号に掲げる事項を含むものとする。
⑴　秘密保全の重要性及び意義（秘密保全意識のかん養を含む。）
⑵　「need to knowの原則」（「情報は知る必要がある者にのみ伝え、知る必要のない者には伝えない」という原則）の確実な履行
⑶　情報保全に関する社内規則の確実な履行
⑷　隙のない勤務と私生活における慎重な行動
⑸　悪意のあるソフトウェアへの感染（特に可搬記憶媒体を介した感染）、内部不正等を防止するための対策及び感染した場合の対処手順
⑺　業務上の役割と責任に応じて行動すること。
⑻　前各号に掲げる事項のほか、業務上取り扱う情報の保全に関すること。
【Ｂ】
⑼　現に特定秘密を取り扱っている者又は新たに特定秘密を取り扱わせようとしている者に対する「特定秘密の保護に関する誓約書」に基づく申出の徹底
⑽　第１号から第９号に掲げる事項のほか、関係社員の役割と責任に応じて必要となる事項
	【点検票】第６．関係社員及び従業者に対する教育の実施内容及び方法について
関係者員等の教育について、以下の項目が規定されていること。
２　保全教育の実施について

防衛事業適合事業者契約条項
第２２条　乙は、関係社員に対し、特定資料等の保護に必要な知識の習得及び意識の高揚を図るための教育を実施しなければならない。この教育には、次の各号に掲げる事項を含むものとする。
⑴　秘密保全の重要性及び意義（秘密保全意識のかん養を含む。）に関すること
⑵　「need to knowの原則」（「情報は知る必要がある者にのみ伝え、知る必要のない者には伝えない」という原則）を確実に履行すること。
⑶　情報保全に関する組織内の規則を確実に履行すること。
⑷　隙のない勤務と私生活において慎重に行動すること。
⑸　悪意のあるソフトウェアへの感染（特に可搬記憶媒体を介した感染）、内部不正等を防止するための対策及び感染した場合の対処手順に関すること。
⑹　業務上の役割と責任に応じて行動すること。
⑺　前各号に掲げる事項のほか、秘密保全規則その他の乙において業務上取り扱う情報の保全に関すること。




４　総括者は、新たに関係社員になった者に対しては、当該関係社員に特定資料等を取り扱わせる前に、保全教育を実施するものとする。
	【点検票】第６．関係社員及び従業者に対する教育の実施内容及び方法について
関係者員等の教育について、以下の項目が規定されていること。
３　新規の関係社員に対する教育について

防衛事業適合事業者契約条項
第２２条
３　乙は、取扱前教育について、新たに関係社員となった従業者が特定資料等の取扱いの業務を行う前に実施しなければならない。



５　総括者は、第１項に定める年間計画にない教育を行う必要が認められた場合は、随時のタイミングで臨時教育を実施するものとする。
	【点検票】第６．関係社員及び従業者に対する教育の実施内容及び方法について
関係者員等の教育について、以下の項目が規定されていること。
４　臨時教育について

防衛事業適合事業者契約条項
第２２条
４　乙は、年次教育について、関係社員が少なくとも年１回受講できるよう計画的に実施しなければならない。ただし、計画にない教育を行う必要が認められた場合は、随時のタイミングで臨時教育を実施するものとする。



６　総括者は、関係社員ではなくなった従業者に対する教育を、当該従業者の特定資料等の取扱いの業務の終了後速やかに実施するものとする。
	【点検票】第６．関係社員及び従業者に対する教育の実施内容及び方法について
関係者員等の教育について、以下の項目が規定されていること。
５　取扱終了時教育について

防衛事業適合事業者契約条項
第２２条
５　乙は、取扱終了時教育について、関係社員ではなくなることとなった従業者に対して、当該者による特定資料等の取扱いの業務の終了後速やかに行わなければならない。



７　総括者は、保全教育の内容等を変更する場合は、改めて防衛装備庁に申請し、その承認を受けるものとする。
	【点検票】第６．関係社員及び従業者に対する教育の実施内容及び方法について
関係者員等の教育について、以下の項目が規定されていること。
６　保全教育の内容等の変更について

防衛事業適合事業者契約条項
第１１条　乙は、前３条の規定に基づき構築した秘密保全体制（外国からの影響及び支配の程度に係る評価を除く。）を変更する必要があると認めた場合には、あらかじめ、管轄防衛局等を経由して甲の承認を得なければならない。



８　総括者は、関係社員以外の全ての従業者に対して、定期的に次の各号に掲げる事項について教育を行うものとする。
⑴　関係社員以外の従業者は特定資料等に接してはならないこと。
⑵　役員、管理職員その他の関係社員の職務上の上級者は、関係社員に指定されていない場合には、職務上の下級者である関係社員に対し、自らが特定資料等に接することを求めてはならないこと。
⑶　前２号に掲げる事項のほか当事業所における特定資料等の取扱いの業務を管理する上で必要なこと。
	【点検票】第６．関係社員及び従業者に対する教育の実施内容及び方法について
関係者員等の教育について、以下の項目が規定されていること。
７　関係社員以外の従業者に対する教育及び記録について

防衛事業適合事業者契約条項
第２３条　乙は、関係社員以外の従業者に対し、次の各号に掲げる事項を徹底しなければならない。
⑴　関係社員以外の従業者は特定資料等に接してはならないこと。
⑵　役員、管理職員その他の関係社員の職務上の上級者は、関係社員に指定されていない場合には、職務上の下級者である関係社員に対し、自らが特定資料等に接することを求めてはならないこと。
⑶　前２号に掲げる事項のほか乙における特定資料等の取扱いの業務を管理する上で必要なこと。



９　総括者は、当事業所の秘密保全施設等において特定資料等の取扱いの業務を行う下請負事業者関係社員があるときは、当該下請負事業者関係社員に対し、当該下請負事業者関係社員による特定資料等の取扱いの業務の内容及び態様に応じた教育を行うものとする。
	【点検票】第６．関係社員及び従業者に対する教育の実施内容及び方法について
関係者員等の教育について、以下の項目が規定されていること。
８　下請負事業者関係社員への教育及び記録について

防衛事業適合事業者契約条項
第２５条　乙は、乙の秘密保全施設等への立入りを認めた乙の従業者以外の者に対し、それぞれの責任若しくは役割又は立入りの目的に応じた教育を行わなければならない。



（従業者以外の者への教育及び記録）
第２７条　総括者は、当事業所の秘密保全施設等に立入りを認められた者（当事業所の関係社員を除く。）に対して、それぞれの責任若しくは立入りの目的に応じた教育を行うとともに、当該実施結果を記録するものとする。
	【点検票】第６．関係社員及び従業者に対する教育の実施内容及び方法について
関係者員等の教育について、以下の項目が規定されていること。
９　従業者以外の者（保全施設立入りを認められた者）への教育について

防衛事業適合事業者契約条項
第２４条　乙は、前２条の規定により従業者及び下請負事業者関係社員（乙の秘密保全施設等において特定資料等の取扱いの業務を行う下請負事業者関係社員がある場合に限る。）に対して行った教育の結果について、記録しなければならない。



（関係簿冊）
第２８条　総括者は、秘密文書等の作成、交付、供覧、保管、廃棄等（以下「作成等」という。）の管理を確実に実施するため、秘密の種類ごとに必要な関係簿冊（保管記録、閲覧・貸出記録、検査記録、立入記録等の簿冊をいう。以下同じ。）を整備するものとし、管理責任者又は保全責任者に管理させるものとする。
	【点検票】第７．関係簿冊について
関係簿冊について、以下の項目が規定されていること。
１　関係簿冊の作成及び管理について



２　管理責任者又は保全責任者は、関係簿冊の記録内容の改ざんを防止するため関係簿冊を鍵にかかる書庫等に保管する等適切に管理するものとする。
	【点検票】第７．関係簿冊について
関係簿冊について、以下の項目が規定されていること。
２　関係簿冊の改ざん防止について



３　関係簿冊は、特に指示のある場合を除き、当該記録を作成した日の翌年度から起算して５年間保管するものとし、その後、防衛装備庁の確認を得てから廃棄するものとする。
	【点検票】第７．関係簿冊について
関係簿冊について、以下の項目が規定されていること。
３　関係簿冊の保管期間について

防衛事業適合事業者契約の契約条項に係る細部事項
第１１　秘密保全施設等の運用管理（第３８条関係）
２　契約条項第３８条第４項に規定する装備政策部長が別に定める期間は、法令その他別段の定めのある場合を除き、当該記録を作成した日の翌年度から起算して５年間を基本とする。
第１２ 登録及び管理（第４２条関係）
２　契約条項第４２条第３項に規定する装備政策部長が別に定める期間は、法令その他別段の定めのある場合を除き、特定日以後５年間を基本とする。
第１３　取扱いの記録（第４３条関係）
２　契約条項第４３条第３項に規定する甲が別に定める期間は、法令その他別段の定めのある場合を除き、当該記録を作成した日の翌年度から起算して５年間を基本とする。



４　関係簿冊を廃棄した場合は、関係簿冊廃棄記録簿（別紙様式第●号）に記録するものとする。
	【点検票】第７．関係簿冊について
関係簿冊について、以下の項目が規定されていること。
４　関係簿冊の廃棄の記録について


（秘密保全施設）
第２９条　総括者は、適合事業者契約に基づき特定資料又は特定物件の送達を受ける場合、又は契約締結後において特定資料等の作成等を行うことが明らかな場合は、あらかじめ当該特定資料等を取り扱うための秘密保全施設を構築するものとする。
	【点検票】第３．秘密保全体制の整備及び維持
秘密保全体制の整備及び維持について以下の項目が規定されていること。
１　秘密保全体制（総括者、秘密保全組織、外国の影響等の評価、教育体制、秘密保全施設及び秘密取扱情報システム）の整備及び維持について定めているか。

【点検票】第８．秘密保全施設等に関する規定
秘密保全施設等について、以下の項目が規定されていること。
１　秘密保全施設の構築について

防衛事業適合事業者契約条項
第８条　乙は、この契約の締結に先立ち、取り扱う秘密の区分に応じて装備政策部長が別に定める要件に従い、総括者の指名、保全責任者の配置その他防衛事業適合事業者であるための秘密保全組織を整え、外国からの影響及び支配の程度を評価し、秘密保全規則を定め、関係社員に対する教育の体制を整え、及び教育を実施し、秘密保全施設及び秘密取扱情報システムを構築するなど、乙において特定資料等を保全する体制を整備しなければならない。



２　秘密保全施設を設定する場合は、当該秘密保全施設の適合性について、あらかじめ防衛装備庁に申請し、その確認を得るものとする。当該秘密保全施設の構造・仕様等に変更を加える場合も同様とする。
	【点検票】第８．秘密保全施設等に関する規定
秘密保全施設等について、以下の項目が規定されていること。
２　秘密保全施設の新設及び変更時の申請について

防衛事業適合事業者契約条項
第９条　乙は、この契約の締結後、この契約が有効である間に新たに秘密保全施設又は秘密取扱情報システムを構築する必要が生じた場合には、装備政策部長が別に定めるところにより甲の承認を得て、前条第1項又は第２項に定める秘密の区分に応じた要件に合致したものを構築しなければならない。



３　防衛装備庁に申請を行う場合は、当該秘密保全施設の構造・仕様等を明示した図面等の書類を申請書に添えるものとする。
	【点検票】第８．秘密保全施設等に関する規定
秘密保全施設等について、以下の項目が規定されていること。
４　秘密保全施設の申請の細部について



４　総括者は、新たに秘密保全施設を構築する場合において、防衛装備庁が定める秘密の種類及び区分に応じた要件を満たすことのできないやむを得ない事由があるときは、当該秘密保全施設において取り扱う特定の特定資料等に関して予想される秘密の保全上の脅威を明らかにした上で、同項に定める秘密の種類及び区分に応じた要件と実質的に同等と認められる当該特定の特定資料等を保全する体制を防衛装備庁に提案し、その承認を得た上で、当該特定の特定資料等に限った秘密保全施設を構築することができる。
	【点検票】第８．秘密保全施設等に関する規定
秘密保全施設等について、以下の項目が規定されていること。
３　防衛省が規定する要件を満たさない場合の手続について

防衛事業適合事業者契約条項
第９条
２　前項の規定により新たに秘密保全施設又は秘密取扱情報システムを構築する場合において、前条第1項及び第２項に定める秘密の区分に応じた要件を満たすことのできないやむを得ない事由があるときは、乙は、当該秘密保全施設又は秘密取扱情報システムにおいて取り扱う特定の特定資料等に関して予想される秘密の保全上の脅威を明らかにした上で、同項に定める秘密の区分に応じた要件と実質的に同等と認められる当該特定の特定資料等を保全する体制を甲に提案し、その承認を得た上で、当該特定の特定資料等に限った秘密保全施設又は秘密取扱情報システムを構築することができる。



（閉鎖区域）
第３０条　総括者は、閉鎖区域において特定資料等を取り扱う必要が生じた場合には、防衛装備庁が定める秘密の種類及び区分に応じた要件に合致したものを構築した上で、当該閉鎖区域の設定に係る手続を定めた秘密保全規則の改正案を添えて、防衛装備庁の承認を得なければならない。
	【点検票】第８．秘密保全施設等に関する規定
秘密保全施設等について、以下の項目が規定されていること。
５　閉鎖区域の構築について（基準を満たさない場合の手続を含む）

防衛事業適合事業者契約条項
第３０条　乙は、閉鎖区域において特定資料等を取り扱う必要が生じた場合には、第７条に定める秘密の区分に応じた要件に合致したものを構築した上で、当該閉鎖区域の設定に係る手続を定めた秘密保全規則の改正案を添えて、第９条の新たな秘密保全施設の構築の規定に準じて、甲の承認を得なければならない。



２　前項の規定により閉鎖区域を構築する場合において、秘密の種類及び区分に応じた要件を満たすことのできないやむを得ない事由があるときは、総括者は、当該閉鎖区域において取り扱う特定の特定資料等に関して予想される秘密の保全上の脅威を明らかにした上で、同項に定める秘密の種類及び区分に応じた要件と実質的に同等と認められる当該特定の特定資料等を保全する体制を防衛装備庁に提案し、その承認を得た上で、当該特定の特定資料等に限った閉鎖区域を構築することができる。
	【点検票】第８．秘密保全施設等に関する規定
秘密保全施設等について、以下の項目が規定されていること。
５　閉鎖区域の構築について（基準を満たさない場合の手続を含む）

防衛事業適合事業者契約条項
第３０条
２　前項の規定により閉鎖区域を構築する場合において、第８条第１項に定める秘密の区分に応じた要件を満たすことのできないやむを得ない事由があるときは、乙は、当該閉鎖区域において取り扱う特定の特定資料等に関して予想される秘密の保全上の脅威を明らかにした上で、同項に定める秘密の区分に応じた要件と実質的に同等と認められる当該特定の特定資料等を保全する体制を甲に提案し、その承認を得た上で、当該特定の特定資料等に限った閉鎖区域を構築することができる。



３　総括者は、閉鎖区域の設定を解除したとき（第１項の規定により届け出た設定の期間を満了した場合を含む。）は、その旨を防衛装備庁に届け出なければならない。
	【点検票】第８．秘密保全施設等に関する規定
秘密保全施設等について、以下の項目が規定されていること。
６　閉鎖区域の構築に係る規則について（設定開始及び設定解除に伴う措置）

防衛事業適合事業者契約条項
第３１条
３　乙は、閉鎖区域の設定を解除したとき（第１項の規定により届け出た設定の期間を満了した場合を含む。）は、装備政策部長が別に定めるところにより、その旨を甲に届け出なければならない。



４　総括者は、閉鎖区域において特定資料等を取り扱う場合には、あらかじめ、当該閉鎖区域を使用する目的、期間を定め、防衛装備庁が定めるところにより、当該閉鎖区域を設定する旨を防衛装備庁に届け出なければならない。この場合において、閉鎖区域の設定の期間は、防衛装備庁に引き渡される建造中の艦船内に構築される閉鎖区域を除き、３か月を超えることはできない。
	【点検票】第８．秘密保全施設等に関する規定
秘密保全施設等について、以下の項目が規定されていること。
７　閉鎖区域の設定について

防衛事業適合事業者契約条項
第３１条　乙は、閉鎖区域において特定資料等を取り扱う場合には、あらかじめ、当該閉鎖区域を使用する目的、期間を定め、装備政策部長が別に定めるところにより、当該閉鎖区域を設定する旨を甲に届け出なければならない。この場合において、閉鎖区域の設定の期間は、防衛省に引き渡される建造中の艦船内に構築される閉鎖区域を除き、３か月を超えることはできない。



５　閉鎖区域の位置、構造等に変更を加えることなく、当該閉鎖区域の設定期間のみを変更する場合は、別紙様式第●号により届出するものとする。
	【点検票】第８．秘密保全施設等に関する規定
秘密保全施設等について、以下の項目が規定されていること。
８　閉鎖区域の設定期間の変更の届出について

防衛事業適合事業者契約条項
第３１条
４　乙は、第１項の規定により届け出た内容を変更しようとするときは、その旨の届出を甲に対して行わなければならない。





（保全外部区域及び境界管理）
第３１条　総括者は、秘密保全施設の外側に隣接する建物又は敷地であって「保全外部区域」としての区画を指定するものとする。
	【点検票】第８．秘密保全施設等に関する規定
秘密保全施設等について、以下の項目が規定されていること。
９　保全外部区域の設定について

防衛事業適合事業者契約条項
第２９条　乙は、保全外部区域（秘密保全施設への不正な立入りを防止するため、秘密保全施設の外側に隣接する建物又は敷地であって、立入りを管理すべき区画として指定したものをいう。以下同じ。）を設け、及びその外側境界に入退口を設置しなければならない。



２　保全外部区域から秘密保全施設への不正な立入りを防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
⑴　保全外部区域への立入りを厳格に管理するため、立入りを許可する者の名簿を作成し、定期的及び必要に応じて更新する等必要な措置を講じること。
	【点検票】第８．秘密保全施設等に関する規定
秘密保全施設等について、以下の項目が規定されていること。
１０　保全外部区域の立入者名簿について

防衛事業適合事業者契約条項
第２９条
２　乙は、保全外部区域への立入りを許可する者の名簿を作成し、保全外部区域への立入りを管理しなければならない。当該名簿は、定期的に、及び必要に応じて見直すものとする。



⑵　保全外部区域の外側境界に入退口を設置し、必要な管理措置により入退者を制限すること。
	【点検票】第８．秘密保全施設等に関する規定
秘密保全施設等について、以下の項目が規定されていること。
１１　保全外部区域の入退管理について
防衛事業適合事業者契約条項
第２９条　乙は、保全外部区域（秘密保全施設への不正な立入りを防止するため、秘密保全施設の外側に隣接する建物又は敷地であって、立入りを管理すべき区画として指定したものをいう。以下同じ。）を設け、及びその外側境界に入退口を設置しなければならない。



⑶　保全外部区域に敷地を指定した場合は、十分な高さ及び強度のあるフェンス等を設置する等境界管理に必要な措置を講じること。この際、秘密保全施設の外柵と共用する場合は、高さ等について秘密保全施設の基準を満たすこと。
⑷　前号の基準を満たせない程度及び対象物に応じ、境界管理に求められる保全措置（立入制限の実施、警戒・警報装置の設置増設、警備体制の強化等）を講じること。また、対象物に応じ、秘密保全施設が設置された建造物の特性を踏まえ、境界管理に求められる保全措置（立入制限の実施、警戒・警報装置の設置増設、警備体制の強化等）を講じること。
	【点検票】第８．秘密保全施設等に関する規定
秘密保全施設等について、以下の項目が規定されていること。
１２　敷地を保全外部区域に設定した場合の外柵の措置について




（立入制限）
第３２条　総括者は、秘密保全施設等を設定したときは、その出入口に対し、別紙様式第●号の掲示を行うものとする。
	【点検票】第８．秘密保全施設等に関する規定
秘密保全施設等について、以下の項目が規定されていること。
１３　立入制限の掲示について

防衛事業適合事業者契約条項
第３５条　乙は、秘密保全施設等について、特定資料等を取り扱うことのできる関係社員又は下請負事業者関係社員（下請負を行う場合に限る。）及び甲又は甲の指定した者が立入りを許可した者（次項において「立入可能者」という。）以外の者の立入りを禁止しなければならない。
２　乙は、立入可能者以外の者が秘密保全施設等に立ち入ってはならない旨の掲示、立入可能者以外の者を必要以上に当該秘密保全施設等の付近に近付けない措置その他同項の措置を実施するために必要な措置を講じなければならない。



２　秘密保全施設等には、当該秘密保全施設等で取り扱う秘密を取り扱う関係社員以外の者を立ち入らせてはならない。ただし、総括者が特に立入りを必要と認め、防衛装備庁から当該立入りを認められた者（下請負先の関係社員を含む。以下「立入可能者」という。）については、この限りではない。
	【点検票】第８．秘密保全施設等に関する規定
秘密保全施設等について、以下の項目が規定されていること。
１４　関係社員及び立入可能者以外の立入制限について



３　総括者が特に立入りを必要と認める者は、次の場合に限るものとする。
⑴　秘密保全施設等又は秘密保全施設等に設置する専用試験装置等の維持、管理を行う者
⑵　情報システム電子計算機等の器材の維持、管理を行う者
⑶　監督官庁（防衛装備庁を含む。）の職員であって検査等を行う者
⑷　緊急事態の発生時又は発生のおそれがある場合に当該秘密保全施設等に対し保護措置を行う者
⑸　その他総括者が当該立入りを真にやむを得ないと認める者
	【点検票】第８．秘密保全施設等に関する規定
秘密保全施設等について、以下の項目が規定されていること。
１５　特に立入りを必要とする場合について



４　総括者は、関係社員及び立可能者を秘密保全施設等に立ち入らせる場合は、保全責任者又は保全責任者から指定された関係社員に次の措置を講じさせるものとする。
	【点検票】第８．秘密保全施設等に関する規定
秘密保全施設等について、以下の項目が規定されていること。
１６　秘密保全施設等への立入り時の措置について



⑴　関係社員
立入りの際、立入記録簿（別紙様式第●号）に所定の事項を記入させるとともに、常に適格証を装着させるものとする。
	【点検票】第８．秘密保全施設等に関する規定
秘密保全施設等について、以下の項目が規定されていること。
１７　関係社員が立ち入る場合の措置について



⑵　立入可能者
ア　防衛装備庁が発行する立入通知書又は立入許可書と本人の身分証明書等を照合することにより、立入可能者本人であることを確認する。
イ　立ち入りの際、立入記録簿に所定の事項を記入させるとともに、常に立入可能者用バッチ等（別紙様式第●号）を装着させ、保全責任者又は保全責任者から指定された関係社員が立ち会い、常時監視する。
	【点検票】第８．秘密保全施設等に関する規定
秘密保全施設等について、以下の項目が規定されていること。
１８　立入可能者が立ち入る場合の措置について

防衛事業適合事業者契約条項
第３８条
２　乙は、秘密保全施設等に立ち入る者（次項において「立入者」という。）に対し、当該秘密保全施設等への立入りが許可された者であることを外形的に証する識別証（バッジ等）を着用させなければならない。



５　総括者は、立入可能者を立ち入らせる場合は、当該立入りの目的とは関係のない特定資料等を事前に移動又は被覆する等の措置を講じるものとする。
	[bookmark: _Hlk223708430]【点検票】第８．秘密保全施設等に関する規定
秘密保全施設等について、以下の項目が規定されていること。
１９　立入可能者が立ち入る場合の保全措置について



６　秘密保全施設等の錠として、電子錠を利用する場合は、入退の記録を電子的に取得するものとする。この場合、電子的記録をもって第４項第１号及び同２号イに規定する記録簿に代えることができるものとする。
	[bookmark: _Hlk223708499]【点検票】第８．秘密保全施設等に関する規定
秘密保全施設等について、以下の項目が規定されていること。
２０　電子錠の場合の入退管理について


７　総括者は、秘密保全施設等への立入りの記録を定期的に精査し、その精査について記録するものとする。
	【点検票】第８．秘密保全施設等に関する規定
秘密保全施設等について、以下の項目が規定されていること。
２１　秘密保全施設等の立入記録の精査及び記録について



８　総括者は、秘密保全施設等の鍵の保管及び接受、秘密保全施設の警備その他秘密保全施設における秘密保全を強化するため必要な細部の手続を定めるものとする。
	【点検票】第８．秘密保全施設等に関する規定
秘密保全施設等について、以下の項目が規定されていること。
２２　秘密保全施設等の鍵の管理等の細部手続について

防衛事業適合事業者契約条項
第３８条
３　乙は、秘密保全施設等を運用し、及び管理するために必要な細部の手続を定め、実施しなければならない。当該手続には、次の各号に掲げる措置を含めるものとする。
⑴　秘密保全施設等の鍵の管理に関すること（物理鍵を用いる場合にあっては、保管、接受等に関すること。暗証番号鍵を用いる場合にあっては、共有、更新等に関すること。電子鍵を用いる場合にあっては、発行、回収等に関すること。）。
⑵　秘密保全施設等の警備に関すること。
⑶　立入者が着用する識別証（バッジ等）の発行等に関すること。
⑷　立入りの概況の記録（立入者の所属、氏名、立入目的、入退室の日時等）の取得に関すること（電子的に取得する場合を含む。）。
⑸　立入りの概況の記録の精査に関すること。
⑹　その他秘密保全施設等の運用及び管理のために必要なこと。

防衛事業適合事業者契約条項
第３５条
２　乙は、立入可能者以外の者が秘密保全施設等に立ち入ってはならない旨の掲示、立入可能者以外の者を必要以上に当該秘密保全施設等の付近に近付けない措置その他同項の措置を実施するために必要な措置を講じなければならない。



（秘密取扱情報システム）
第３３条　関係社員は、特定情報を情報システム電子計算機で取り扱う場合は、当該秘密取扱情報システムに関するシステムセキュリティ実装計画を作成し、防衛装備庁の確認を受けるものとする。
	【点検票】第３．秘密保全体制の整備及び維持
秘密保全体制の整備及び維持について以下の項目が規定されていること。
１　秘密保全体制（総括者、秘密保全組織、外国の影響等の評価、教育体制、秘密
保全施設及び秘密取扱情報システム）の整備及び維持について定めているか。

【点検票】第１７．情報システムについて
情報システムについて以下の項目が規定されていること。
１　秘密情報を情報システムで取り扱う場合について

付紙様式第１１－１
防衛事業適合事業者契約申込書
８ 秘密取扱情報システム
⑴ 秘密取扱情報システム体制
⑵ 秘密取扱情報システムセキュリティ実装計画


２　総括者は、秘密取扱情報システムを構築する場合には、秘密取扱情報システム管理者の配置その他秘密取扱情報システムで取り扱う特定資料等を保全するための組織を整え、秘密取扱情報システムセキュリティ実装計画（ＳＳＰ）を定め、秘密取扱情報システム利用者に対する教育の体制を整え、及び教育を実施するなど、秘密取扱情報システムにおいて特定資料等を保全する体制を整備しなければならない。
	【点検票】第３．秘密保全体制の整備及び維持
秘密保全体制の整備及び維持について以下の項目が規定されていること。
２　秘密取扱情報システムを設置する場合、秘密取扱情報システムごとに秘密取扱情報システム実装計画(SSP)を作成し、秘密取扱情報システムで秘密を取り扱う体制を整備することを定めているか。

【点検票】第１７．情報システムについて
情報システムについて以下の項目が規定されていること。
２　秘密取扱情報システムの利用に関する体制について

防衛事業適合事業者契約条項
第８条　
２　乙は、秘密取扱情報システムを構築する場合には、秘密取扱情報システム管理者の配置その他秘密取扱情報システムで取り扱う特定資料等を保全するための組織を整え、秘密取扱情報システムセキュリティ実装計画（ＳＳＰ）を定め、秘密取扱情報システム利用者に対する教育の体制を整え、及び教育を実施するなど、秘密取扱情報システムにおいて特定資料等を保全する体制を整備しなければならない。



（情報システムの持込み制限）
第３４条　総括者は、秘密保全施設等への秘密取扱情報システム以外の情報システムの持込みを制限するものとする。
２　総括者は、情報システムの持込みの制限を行ったときは、その出入口に対し、別紙様式第●号の掲示を行うとともに、情報システムの持込みの制限に必要な措置を講じるものとする。
	【点検票】第８．秘密保全施設等に関する規定
秘密保全施設等について、以下の項目が規定されていること。
２３　秘密取扱情報システム以外の情報システムの秘密保全施設等への持ち込み禁止について秘密保全施設等の鍵の管理等の細部手続について

防衛事業適合事業者契約条項
第３７条　乙は、秘密保全施設等に情報システムを持ち込み、又は設置する場合には、甲の許可を得なければならない。



３　秘密保全施設等に情報システムの持込みを行う場合は、次の各号に掲げる措置等を講じるものとし、あらかじめ防衛装備庁の許可を得るものとする。
⑴　私有の情報システムではないこと。
⑵　業務上必要なソフトウェア以外のソフトウェアがインストールされていないこと。
⑶　直前に最新の検知ソフトウェアでフルスキャンしていること。
⑷　無線ＬＡＮの機能が無効化されていること。
⑸　情報システムの使用後に、秘密取扱情報システムの利用者が秘密のデータが保存されていないことを確認するとともに、総括者が点検すること。
⑹　使用日時・使用者・使用目的等を含む記録簿を整備すること。
	[bookmark: _Hlk223709144]【点検票】第８．秘密保全施設等に関する規定
秘密保全施設等について、以下の項目が規定されていること。
２４　秘密取扱情報システム以外の情報システムの持込みが必要となる場合、以下の事項を含めた利用要件について
ア　私有の情報システムではないこと。
イ　業務上必要なソフトウェア以外のソフトウェアがインストールされていないこと。
ウ　直前に最新の検知ソフトウェアでフルスキャンしていること。
エ　無線ＬＡＮの機能が無効化されていること。
オ　情報システムの使用後に、秘密取扱情報システムの利用者が秘密のデータが存されていないことを確認するとともに、当該利用者以外の者が点検すること。
カ　使用日時・使用者・使用目的等を含む記録簿を整備すること。
２５　上記、情報システムの持込みが必要となった場合について

防衛事業適合事業者契約条項
第３７条
２　前項の許可を得て情報システムを持ち込む場合には、乙は、装備政策部長が別に定める措置を講じなければならない。
３　第１項の許可を得て情報システムを設置する場合には、乙は、秘密取扱情報システムに準じた保全措置を講じなければならない。



（携帯型情報通信・記録機器の持込み制限）
第３５条　総括者は、秘密保全施設等への携帯型情報通信・記録機器（以下「機器」という。）の持込みを制限するものとする。
	【点検票】第８．秘密保全施設等に関する規定
秘密保全施設等について、以下の項目が規定されていること。
２６　秘密保全施設等への携帯型情報通信・記録機器（可搬記憶媒体管理簿に記載されている可搬記憶媒体を除く。）の持込み制限について



２　総括者は、機器の持込みの制限を行ったときは、その出入口に対し、別紙様式第●号の掲示を行うとともに、機器の持込みの制限に必要な措置を講じるものとする。
	【点検票】第８．秘密保全施設等に関する規定
秘密保全施設等について、以下の項目が規定されていること。
２７　秘密保全施設等への携帯型情報通信・記録機器の持込み制限の掲示について



３　やむを得ず、秘密保全施設等に機器の持込みを行う場合は、次の各号に掲げる措置等を講じるものとし、あらかじめ防衛装備庁の許可を得るものとする。
⑴　私有の携帯型情報通信・記録機器ではないこと。
⑵　業務上必要なソフトウェア以外のソフトウェアがインストールされていないこと。
⑶　直前に最新の検知ソフトウェアでフルスキャンしていること。
⑷　無線ＬＡＮの機能が無効化されていること。
⑸　携帯型情報通信・記録機器の使用後に、秘密取扱情報システムの利用者が秘密のデータが保存されていないことを確認するとともに、総括者が点検すること。
⑹　使用日時・使用者・使用目的等を含む記録簿を整備すること。
⑺　携帯型情報通信・記録機器に対するリモートアクセスによる起動及び操作を禁止すること。
⑻　携帯型情報通信・記録機器が起動している場合には、外形的に明らかな表示を行うこと。
	【点検票】第８．秘密保全施設等に関する規定
秘密保全施設等について、以下の項目が規定されていること。
２８　秘密保全施設等へやむを得ず携帯型情報通信・記録機器を持込む場合の措置について、以下の事項を含めた利用要件の規定について
ア　私有の携帯型情報通信・記録機器ではないこと。
イ　業務上必要なソフトウェア以外のソフトウェアがインストールされていないこと。
ウ　直前に最新の検知ソフトウェアでフルスキャンしていること。
エ　無線ＬＡＮの機能が無効化されていること。
オ　携帯型情報通信・記録機器の使用後に、秘密取扱情報システムの利用者が秘密のデータが保存されていないことを確認するとともに、当該利用者以外の者が点検すること。
カ　使用日時・使用者・使用目的等を含む記録簿を整備すること。
キ　携帯型情報通信・記録機器に対するリモートアクセスによる起動及び操作を禁止すること。

防衛事業適合事業者契約条項
第３６条　乙は、秘密保全施設等への携帯型情報通信・記録機器の持込みを禁止しなければならない。
２　前項の規定にかかわらず、やむを得ず秘密保全施設等に携帯型情報通信・記録機器の持込みが必要となった場合には、乙は、甲の事前の許可を得た上で持ち込むことができる。この場合においては、乙は、持ち込む携帯型情報通信・記録機器について、装備政策部長が別に定める措置を講じなければならない。

防衛事業適合事業者契約の契約条項に係る細部事項
第９　携帯型情報通信・記録機器の持込制限（第３６条関係）
１　契約条項第３６条第２項に規定する装備政策部長が別に定める措置は、次の各号に掲げる措置を基準とする。
⑴　私有の携帯型情報通信・記録機器ではないこと。
⑵　業務上必要なソフトウェア以外のソフトウェアがインストールされていないこと。
⑶　直前に最新の検知ソフトウェアでフルスキャンしていること。
⑷　無線ＬＡＮの機能が無効化されていること。
⑸　携帯型情報通信・記録機器の使用後に、秘密取扱情報システムの利用者が秘密のデータが保存されていないことを確認するとともに、当該利用者以外の者が点検すること。
⑹　使用日時・使用者・使用目的等を含む記録簿を整備すること。
⑺　携帯型情報通信・記録機器に対するリモートアクセスによる起動及び操作を禁止すること。



（接受）
第３６条　総括者は、特定資料又は特定物件を接受する場合は、総括者が特に指定する者のほか、保全責任者以外の者に接受させてはならない。
	【点検票】第９．秘密文書等の接受及び周知等について
秘密保全施設等について、以下の項目が規定されていること
１　秘密文書等の接受者の制限について

防衛事業適合事業者契約条項
第５５条　乙は、封かんされている特定資料又は特定物件については、名宛人又はその指名する関係社員（当該特定資料又は特定物件を取り扱うことができる者に限る。）でなければ開封させてはならない。



２　保全責任者は、特定資料又は特定物件を接受した場合は、送付書等と現物とを照合し、異状の有無を確認するとともに、特定資料等接受報告書（別紙様式第●号）により防衛装備庁に報告するものとする。また、接受した特定資料等に異状が認められた場合は、その旨も合わせて報告するものとする。
	【点検票】第９．秘密文書等の接受及び周知等について
秘密保全施設等について、以下の項目が規定されていること
２　秘密文書等の接受の報告について

防衛事業適合事業者契約条項
第５８条　乙は、特定資料又は特定物件を接受し、作成し、送達し又は秘密の管理職員からの指示により廃棄したときは、速やかに、秘密の管理職員に対し、その旨を書面又は電磁的記録により報告しなければならない。
２　前項に規定する報告は、作成した特定資料若しくは特定物件、又は作成において完成に至らなかった特定資料若しくは特定物件であって、秘密の管理職員の指示を受けたものの取扱いを含めて行うものとする。



３　保全責任者は、特定資料又は特定物件を接受した場合は、速やかに特定資料等保管簿（別紙様式第●号）に所定の事項を記録するとともに、当該特定資料又は特定物件を適切な保管容器等に保管するものとする。
	【点検票】第９．秘密文書等の接受及び周知等について
秘密保全施設等について、以下の項目が規定されていること
３　秘密文書等の保管及び保管簿の作成について

防衛事業適合事業者契約条項
第４２条　乙は、特定資料等の管理の現況について、装備政策部長が別に定めるところにより、秘密文書等保管簿その他の帳簿に登録しなければならない。
第６０条　乙は、特定資料又は特定物件を保管する場合には、甲の承認を得た保管容器に保管しなければならない。
２　特定秘密である情報を記録する可搬型記憶媒体の保管は、前項の規定に従って行うものとする。
３　第１項の規定にかかわらず、その形状等により同項の規定により保管できない特定物件については、保管庫である秘密保全施設の中で、又は甲が適切と認める方法により保管するものとする。



【Ｃ】
（装備品等秘密の指定書の周知）
第３７条　総括者は、防衛装備庁から装備品等秘密の指定書を受領した場合は、当該装備品等秘密を取り扱う関係社員に対して、指定書の内容について周知するものとする。
	【点検票】第９．秘密文書等の接受及び周知等について
装備品等秘密指定書の周知について以下の項目が規定されていること。
１　装備品等秘密指定書の周知について

防衛事業適合事業者契約条項
第２６条　秘密取扱原因契約に関して行われる乙に対する特定資料等の提供（乙に特定資料等を保有させ、伝達し、又は交付することをいう。以下同じ。）は、秘密の管理職員又はその指定した者を通じて行うものとする。
４　第１項の場合において、装備品等秘密である特定資料等を提供するときは、装備品等秘密指定書（当該特定資料等において装備品等秘密を記録し、又は化体する部分を特定するために必要な事項を記載した書面をいう。以下同じ。）を添えて行うものとする。



２　総括者は、防衛装備庁から装備品等秘密の指定期間の延長又は解除の通知があった場合についても、当該装備品等秘密を取り扱う関係社員に周知するものとする。
	【点検票】第９．秘密文書等の接受及び周知等について
装備品等秘密指定書の周知について以下の項目が規定されていること。
２　装備品等秘密の延長及び解除の周知について



【Ｂ】
　（特定秘密の指定に関する関係社員への周知）
第３８条　総括者は、防衛装備庁から特定秘密の指定書を受領した場合は、当該特定秘密を取り扱う関係社員に対して、指定書の内容について周知するものとする。
２　総括者は、特定秘密管理者から特定秘密の指定の有効期間が満了する年月日等の通知があった場合は、当該特定秘密を取り扱う関係社員に対し、当該通知の内容を特定秘密の指定に係る周知書（別紙様式第●号）により周知するものとする。その後、新たに当該特定秘密を取り扱う関係社員となった者についても同様とする。
	【点検票】第９．秘密文書等の接受及び周知等について
特定秘密の周知について以下の項目が規定されていること。
１　特定秘密の指定の周知について

防衛事業適合事業者契約条項
第４４条　乙は、特定秘密である特定資料若しくは特定物件の交付を受け、特定秘密の伝達を受け、又は特定秘密を保有したときは、これらを取り扱う従業者にその旨を周知しなければならない。



【Ｂ】
（特定秘密の指定の有効期間が満了する年月日等の周知）
第３９条　総括者は、特定秘密管理者から特定秘密の指定の有効期間が満了した旨の通知があった場合は、次の措置を行うものとする。
⑴　当該特定秘密を取り扱う関係社員（契約の終了若しくは解除又は人事異動等により当該特定秘密を取り扱う関係社員でなくなった者を含む。以下本条において同じ。）に対し、当該特定秘密の指定の有効期間が満了した旨を特定秘密の指定の有効期間の満了に係る周知書（別紙様式第●号）により周知する。
⑵　特定秘密文書等の性質上、「特定秘密」の表示を行うことが困難である場合に、特定秘密の指定に係る通知書により当該文書等が特定秘密文書等である旨を通知した関係社員に対しては、特定秘密の指定の有効期間の満了に係る通知書（別紙様式第●号）により通知する。
	【点検票】第９．秘密文書等の接受及び周知等について
特定秘密の周知について以下の項目が規定されていること。
２　特定秘密の有効期間満了の通知があった場合の措置

防衛事業適合事業者契約条項
第４８条　乙は、秘密の管理職員から特定秘密の保護に関する法律施行令（平成２６年政令第３３６号。以下「特秘令」という。）第７条第１項第２号の規定に基づく特定秘密の指定の有効期間が満了した旨の通知を受けたときは、当該指定に係る特定資料又は特定物件であったものについて、特定秘密の表示に赤色の二重線を付すことその他これに準ずる方法によりこれを抹消した上で、特秘令第７条第２項に規定する指定有効期間満了表示をしなければならない。
２　前項の場合において、乙は、特秘法第３条第２項第２号に掲げる措置を受けた者に対し、当該指定の有効期間が満了した旨を記載した書面の交付（当該書面の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合にあっては、当該電磁的記録の電子情報処理組織（当該交付をすべき者の使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。この項において同じ。）と当該交付を受けるべき者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。）を使用する方法による提供をいう。以下次条及び第５０条において同じ。）により通知しなければならない。
３　第１項の場合において、乙は、当該指定の有効期間が満了した旨を当該指定に係る情報を取り扱う従業者（当該指定の有効期間の満了について前項の通知を受けた者を除く。）に周知しなければならない。
４　前２項、次条及び第５０条の通知又は周知（以下この項において「通知等」という。）を書面に代えて電磁的記録で行う場合には、電子メールの開封確認機能を利用し通知等の相手方の電子メール開封を確認すること、通知等の相手方に通知等の内容を確認した旨の折り返しの連絡を求めることその他の通知等の相手方が通知等の内容を確実に確認し、これに基づき適格な保護措置が講じられることを担保するための措置を講ずるものとする。



２　総括者は、特定秘密管理者から特定秘密の指定の有効期間を延長した旨の通知があった場合は、次の措置を行うものとする。
⑴　当該特定秘密を取り扱う関係社員に対し、当該特定秘密の指定の有効期間が延長された旨及び延長後の指定の有効期間が満了する年月日を特定秘密の指定の有効期間の延長に係る周知書（別紙様式第●号）により周知する。
⑵　特定資料又は特定物件の性質上、「特定秘密」の表示を行うことが困難である場合に、特定秘密の指定に係る通知書により当該文書等が特定資料又は特定物件である旨を通知した関係社員に対しては、特定秘密の指定の有効期間の延長に係る通知書（別紙様式第●号）により通知する。
	【点検票】第９．秘密文書等の接受及び周知等について
特定秘密の周知について以下の項目が規定されていること。
３　特定秘密の有効期間延長の通知があった場合の措置

防衛事業適合事業者契約条項
第４９条　乙は、秘密の管理職員から特秘令第８条第１号の規定に基づく特定秘密の指定の有効期間を延長した旨の通知を受けたときは、特秘法第３条第２項第２号に掲げる措置を受けた者に対し、当該指定の有効期間が延長された旨及び延長後の当該指定の有効期間が満了する年月日を書面の交付により通知しなければならない。
２　前項の場合において、乙は、当該指定の有効期間が延長された旨及び延長後の当該指定の有効期間が満了する年月日を当該指定に係る情報を取り扱う従業者（当該指定の有効期間の延長について前項の通知を受けた者を除く。）に周知しなければならない。



３　総括者は、特定秘密管理者から特定秘密の指定を解除した旨の通知があった場合は、次の措置を行うものとする。
⑴　当該特定秘密を取り扱う関係社員に対し、当該特定秘密の指定が解除された旨及び解除年月日を特定秘密の指定の解除に係る周知書（別紙様式第●号）により周知する。
⑵　特定秘密文書等の性質上、「特定秘密」の表示を行うことが困難である場合に、特定秘密の指定に係る通知書により当該文書等が特定秘密文書等である旨を通知した関係社員に対しては、特定秘密の指定の解除に係る通知書（別紙様式第●号）により通知する。
	[bookmark: _Hlk223897336]【点検票】第９．秘密文書等の接受及び周知等について
特定秘密の周知について以下の項目が規定されていること。
４　特定秘密の解除の通知があった場合の措置

防衛事業適合事業者契約条項
第５０条　乙は、秘密の管理職員から特秘令第１０条第１項第２号の規定に基づく特定秘密の指定が解除された旨の通知を受けたときは、当該指定に係る特定資料又は特定物件であったものについて、特定秘密の表示に赤色の二重線を付すことその他これに準ずる方法によりこれを抹消した上で、特秘令第１０条第２項に規定する指定解除表示をしなければならない。
２　前項の場合において、乙は、特秘法第３条第２項第２号に掲げる措置を受けた者に対し、当該指定が解除された旨及びその年月日を書面の交付により通知しなければならない。
３　第１項の場合において、乙は、当該指定が解除された旨及びその年月日を当該指定に係る情報を取り扱う従業者（当該指定の解除について前項の通知を受けた者を除く。）に周知しなければならない。



（保管）
第４０条　特定資料等は、防衛装備庁の確認を受けた秘密保全施設等内で、防衛装備庁から取扱いを認められた秘密の種類に応じた保管容器に保管するものとする。
	【点検票】第１０．秘密文書等の保管及び秘密保全施設等の鍵等の管理について
秘密文書等の保管及び秘密保全施設等のかぎ等の管理について以下の項目が規定されていること。
１　秘密文書等の保管容器への保管について

防衛事業適合事業者契約条項
第６０条　乙は、特定資料又は特定物件を保管する場合には、甲の承認を得た保管容器に保管しなければならない。




２　特定資料又は特定物件は、散逸を防止するため、保全責任者が集中して管理するものとする。
	【点検票】第１０．秘密文書等の保管及び秘密保全施設等の鍵等の管理について
秘密文書等の保管及び秘密保全施設等のかぎ等の管理について以下の項目が規定されていること。
４　秘密文書等の保管容器への保管について


３　保全責任者は、秘密保全施設等及び保管容器の状況について、日々点検を実施するものとする。
	【点検票】第１０．秘密文書等の保管及び秘密保全施設等の鍵等の管理について
秘密文書等の保管及び秘密保全施設等のかぎ等の管理について以下の項目が規定されていること。
５　秘密保全施設等及び保管容器の日々点検について



４　特定資料の情報を記録する可搬記憶媒体は、防衛装備庁の承認を得た保管容器に保管しなければならない。
	【点検票】第１０．秘密文書等の保管及び秘密保全施設等の鍵等の管理について
秘密文書等の保管及び秘密保全施設等のかぎ等の管理について以下の項目が規定されていること。
４　秘密を取り扱う可搬記憶媒体の保管について

防衛事業適合事業者契約条項
第６０条　乙は、特定資料又は特定物件を保管する場合には、甲の承認を得た保管容器に保管しなければならない。
２　特定秘密である情報を記録する可搬型記憶媒体の保管は、前項の規定に従って行うものとする。



５　総括者は、その形状等により保管容器に保管できない特定資料又は特定物件については、保管庫である秘密保全施設の中で、又は防衛装備庁が適切と認める方法により保管するものとする。
	【点検票】第１０．秘密文書等の保管及び秘密保全施設等の鍵等の管理について
秘密文書等の保管及び秘密保全施設等のかぎ等の管理について以下の項目が規定されていること。
３　秘密文書等が保管容器に保管できない場合の措置について

防衛事業適合事業者契約条項
第６０条
３　第１項の規定にかかわらず、その形状等により同項の規定により保管できない特定物件については、保管庫である秘密保全施設の中で、又は甲が適切と認める方法により保管するものとする。



（文字盤鍵の保護）
第４１条　文字盤鍵の組合せ番号は、保全責任者及び保全責任者から指定された関係社員以外の者に知らせ、又は管理させてはならない。
	【点検票】第１０．秘密文書等の保管及び秘密保全施設等の鍵等の管理について
秘密文書等の保管及び秘密保全施設等のかぎ等の管理について以下の項目が規定されていること。
６　文字盤鍵の組み合わせ番号の管理について




２　保全責任者は、少なくとも年１回、保管容器の文字盤鍵の組合せ番号を変更しなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、その都度、変更するものとする。
⑴　保管容器を初めて使用する場合
⑵　保全責任者又は保全責任者から指定された関係社員が交代（離職及び退職を含む。）する場合
⑶　文字盤鍵の組合せが保全責任者及び保全責任者から指定された関係社員以外の者に漏れた場合又はその疑いがある場合
	【点検票】第１０．秘密文書等の保管及び秘密保全施設等の鍵等の管理について
秘密文書等の保管及び秘密保全施設等のかぎ等の管理について以下の項目が規定されていること。
７　文字盤鍵の組み合わせの変更について



３　文字盤鍵の組合せ番号の変更は、保全責任者又は保全責任者から指定された関係社員が実施するものとする。
	[bookmark: _Hlk223900090]【点検票】第１０．秘密文書等の保管及び秘密保全施設等の鍵等の管理について
秘密文書等の保管及び秘密保全施設等のかぎ等の管理について以下の項目が規定されていること。
８　文字盤鍵の組み合わせの変更の実施者について



４　文字盤鍵の組合せ番号を変更したときは、文字盤鍵組合せ番号変更記録簿（別紙様式第●号）に所定の事項を記録するものとする。ただし、文字盤鍵の組合せ番号自体を記録してはならない。
	【点検票】第１０．秘密文書等の保管及び秘密保全施設等の鍵等の管理について
秘密文書等の保管及び秘密保全施設等のかぎ等の管理について以下の項目が規定されていること。
９　文字盤鍵の組み合わせの変更の記録について



（差し込み式鍵の保管）
第４２条　秘密保全施設等の出入口の鍵及び保管容器の鍵は、保全責任者又は保全責任者から指定された関係社員が保管するものとする。ただし、文字盤鍵を併用している場合、文字盤鍵の組み合わせ番号を知る者に差し込み鍵の保管をさせることはできないものとする。
	【点検票】第１０．秘密文書等の保管及び秘密保全施設等の鍵等の管理について
秘密文書等の保管及び秘密保全施設等のかぎ等の管理について以下の項目が規定されていること。
１０　差し込み式鍵の保管者の制限について

防衛事業適合事業者契約条項
第３８条
３　乙は、秘密保全施設等を運用し、及び管理するために必要な細部の手続を定め、実施しなければならない。当該手続には、次の各号に掲げる措置を含めるものとする。
⑴　秘密保全施設等の鍵の管理に関すること（物理鍵を用いる場合にあっては、保管、接受等に関すること。暗証番号鍵を用いる場合にあっては、共有、更新等に関すること。電子鍵を用いる場合にあっては、発行、回収等に関すること。）。



２　保管容器の鍵及び秘密保全施設等の出入口の鍵は、保全責任者又は保全責任者から指定された関係社員以外の者が所持又は使用してはならない。
	【点検票】第１０．秘密文書等の保管及び秘密保全施設等の鍵等の管理について
秘密文書等の保管及び秘密保全施設等のかぎ等の管理について以下の項目が規定されていること。
１１　差し込み式鍵の使用者の制限について



３　秘密保全施設等の出入口の鍵は、就業時間中は保全責任者又は保全責任者から指定された関係社員が保管し、就業時間外は所定の鍵容器に収納し、当該鍵容器を施錠するものとする。
	【点検票】第１０．秘密文書等の保管及び秘密保全施設等の鍵等の管理について
秘密文書等の保管及び秘密保全施設等のかぎ等の管理について以下の項目が規定されていること。
１２　差し込み式鍵の就業時間外の管理について



４　保管容器の鍵は、就業時間中は保全責任者又は保全責任者から指定された関係社員が常時携行し、就業時間外は所定の鍵容器に収納し、当該鍵容器を施錠するものとする。
	【点検票】第１０．秘密文書等の保管及び秘密保全施設等の鍵等の管理について
秘密文書等の保管及び秘密保全施設等のかぎ等の管理について以下の項目が規定されていること。
１３　差し込み式鍵を保管する容器の鍵の管理について



（閲覧及び貸出）
第４３条　保全責任者は、特定資料等の閲覧又は貸出しの必要がある場合は、次の各号に従うものとする。
⑴　閲覧又は貸出しをする者が当該秘密を取り扱うことができる関係社員であることを確認するとともに、業務上必要とする場合に限り、閲覧又は貸出しをすることができる。
	【点検票】第１１．秘密文書等の閲覧及び秘密情報の伝達について
秘密文書等の閲覧及び秘密情報の伝達について以下の項目が規定されていること。
１　関係社員以外への閲覧・貸出の禁止について

防衛事業適合事業者契約条項
第４３条　乙は、特定資料等の閲覧その他関係社員及び下請負事業者関係社員（乙の秘密保全施設等において関係社員と協力して乙のために特定資料等の取扱いの業務を行う下請負事業者関係社員がある場合に限る。次項において同じ。）による特定資料等の取扱いの経過について、装備政策部長が別に定めるところにより、閲覧・貸出記録簿その他の帳簿に登録しなければならない。
２　前項の帳簿は、秘密の種類ごとに（必要な場合は、これに加え、機密、極秘及び秘の区分ごとに）整備するものとし、特定資料等を取り扱った関係社員及び下請負事業者関係社員の氏名、日時、その他秘密の管理職員が指示した事項を記録するものとする。
３　乙は、第１項の帳簿の内容が改ざんされないよう措置した上で、装備政策部長が別に定める期間、同項の帳簿を保存しなければならない。保存期間の経過後の当該帳簿の廃棄に当たっては、あらかじめ甲の確認を受けるものとする。



⑵　閲覧又は貸出しをする場合は、秘密文書等閲覧簿（別紙様式第●号）又は特定資料等貸出簿（別紙様式第●号）に所定の事項を記載し、閲覧又は貸出しをする者に確認させる。
	【点検票】第１１．秘密文書等の閲覧及び秘密情報の伝達について
秘密文書等の閲覧及び秘密情報の伝達について以下の項目が規定されていること。
２　閲覧・貸出の記録について



⑶　閲覧又は貸出しは、秘密保全施設等内において実施する。
	【点検票】第１１．秘密文書等の閲覧及び秘密情報の伝達について
秘密文書等の閲覧及び秘密情報の伝達について以下の項目が規定されていること。
３　閲覧・貸出場所の制限について



⑷　閲覧又は貸出しをする場合は、当該特定資料等の転貸、供覧等及び秘密の内容のメモ等を禁止する。
	【点検票】第１１．秘密文書等の閲覧及び秘密情報の伝達について
秘密文書等の閲覧及び秘密情報の伝達について以下の項目が規定されていること。
４　閲覧・貸出時の保全措置について



⑸　閲覧又は貸出しは、当日限りとする。
	【点検票】第１１．秘密文書等の閲覧及び秘密情報の伝達について
秘密文書等の閲覧及び秘密情報の伝達について以下の項目が規定されていること。
５　日をまたぐ閲覧・貸出の禁止について



２　保全責任者は、閲覧又は貸出しをした特定資料等の返却を受けたときは、直ちに異状の有無を確認するとともに、特定資料等閲覧簿又は特定資料等貸出簿に所定の事項を確認し、確認した記録を残すものとする。
	[bookmark: _Hlk223901827]【点検票】第１１．秘密文書等の閲覧及び秘密情報の伝達について
秘密文書等の閲覧及び秘密情報の伝達について以下の項目が規定されていること。
６　閲覧・貸出後の確認について



（伝達）
第４４条　特定情報の伝達は、電子メール、電話、ＦＡＸ等の方法で行ってはならない。
	【点検票】第１１．秘密文書等の閲覧及び秘密情報の伝達について
秘密文書等の閲覧及び秘密情報の伝達について以下の項目が規定されていること。
７　伝達方法の制限について閲覧・貸出後の確認について







２　特定情報を伝達する場合は、秘密保全施設等内で行うものとし、その始めと終わりに伝達する情報が秘密であることを明らかにするとともに、当該伝達の内容を筆記又は録音することを禁止するなど、秘密の保護に必要な措置を講じるものとする。
	[bookmark: _Hlk223901965]【点検票】第１１．秘密文書等の閲覧及び秘密情報の伝達について
秘密文書等の閲覧及び秘密情報の伝達について以下の項目が規定されていること。
８　伝達場所及び伝達時の保全措置について



【Ｂ（次の３項）】
３　総括者は、特定秘密情報を伝達する場合は、あらかじめ特定秘密伝達申請書（別紙様式第●号）により特定秘密管理者に申請し、その許可を得るものとする。ただし、契約履行上、すでに当該特定秘密情報の伝達が認められている場合は、この限りではない。
	【点検票】第１１．秘密文書等の閲覧及び秘密情報の伝達について
秘密文書等の閲覧及び秘密情報の伝達について以下の項目が規定されていること。
９　特定秘密の伝達の申請について

防衛事業適合事業者契約条項
第５６条 乙は、特定秘密を伝達するときは、その旨を明らかにするとともに、当該特定秘密の内容を筆記することを差し控えるよう伝えるなど、その保護につき注意を促すための必要な措置を講ずるものとする。
２ 乙は、特定秘密の伝達を電話で行ってはならない。
３ 乙は、特定秘密を伝達するときは、盗聴等を防止するものとする。



４　総括者は、特定秘密情報を伝達したときは、特定秘密伝達報告書（別紙様式第●号）により特定秘密管理者に報告するものとする。
	【点検票】第１１．秘密文書等の閲覧及び秘密情報の伝達について
秘密文書等の閲覧及び秘密情報の伝達について以下の項目が規定されていること。
１０　特定秘密の伝達の報告について



５　保全責任者は、特定秘密情報の伝達が特定秘密文書等を用いて行われた場合は、特定秘密文書等閲覧簿に所定の事項を記録するものとする。
	【点検票】第１１．秘密文書等の閲覧及び秘密情報の伝達について
秘密文書等の閲覧及び秘密情報の伝達について以下の項目が規定されていること。
１１　特定秘密文書等を用いた伝達について



（送達）
第４５条　総括者は、特定資料又は特定物件を送達する場合は、あらかじめ特定資料等送達申請書（別紙様式第●号）により防衛装備庁に申請し、その許可を得るものとする。ただし、契約履行上、すでに当該特定資料又は特定物件の送達が認められている場合は、この限りではない。
	【点検票】第１２．秘密文書等の送達について
秘密文書等の送達について以下の項目が規定されていること。
１　秘密文書等の送達の許可について

防衛事業適合事業者契約条項
第５８条 乙は、特定資料又は特定物件を接受し、作成し、送達し又は秘密の管理職員からの指示により廃棄したときは、速やかに、秘密の管理職員に対し、その旨を書面又は電磁的記録により報告しなければならない。
２ 前項に規定する報告は、作成した特定資料若しくは特定物件、又は作成において完成に至らなかった特定資料若しくは特定物件であって、秘密の管理職員の指示を受けたものの取扱いを含めて行うものとする。



２　特定資料又は特定物件を送達する場合は、施錠のできる運搬容器（外部から内側を視認することができないものに限る。）を用い、当該特定資料又は特定物件を取り扱える関係社員２名以上【Ｃ：（装備品等秘密の場合のみ関係社員１名とすることができる。）】の者が携行又は輸送機関に同乗監視するものとする。
	【点検票】第１２．秘密文書等の送達について
秘密文書等の送達について以下の項目が規定されていること。
２　秘密文書等の運搬時の保全措置について

防衛事業適合事業者契約条項
第５２条　乙は、特定資料又は特定物件を運搬するときは、当該特定資料又は秘密物件を取り扱うことができる関係社員の中から指名した従業者に携行させなければならない。この場合において、特定資料又は特定物件が特別防衛秘密又は特定秘密であるときは、複数名の関係社員で運搬しなければならない。
３　乙は、前項の規定によることのできない特定資料又は特定物件を運搬し、又は輸送し、若しくは郵送するときは、これらが窃取され、破壊され、盗み見られるなどの危険を防止するため、これらを運搬容器に収納し、施錠するなどの措置を講じなければならない。



３　前項による送達ができない場合又は不適当な場合は、あらかじめ防衛装備庁の許可を得て、他の方法により送達することができるものとする。
	【点検票】第１２．秘密文書等の送達について
秘密文書等の送達について以下の項目が規定されていること。
３　秘密文書等を運搬容器等により運搬できない場合の措置について

防衛事業適合事業者契約条項
第５２条
４　乙は、前３項の規定により運搬することができないとき又は運搬することが不適当であるときの運搬の方法については、秘密の管理職員の指示に従うものとする。



４　特定資料又は特定物件を送達する場合は、次の各号に定める封かん等を行うものとする。
⑴　特定資料を送達する場合は、原則として、不透明質の封筒又は包装を二重にして封かんし、内側の封筒又は包装に秘密の種類に応じた表示をするものとする。ただし、関係社員が携行する場合で、防衛装備庁が特に認めた場合は、この限りでない。
⑵　特定物件を送達する場合は、窃取、破壊、盗見等の危険を防止するため、梱包を厳重にする、不透明なコンテナその他の容器に収納する等の措置を講じるものとする。
	[bookmark: _Hlk223902476]【点検票】第１２．秘密文書等の送達について
秘密文書等の送達について以下の項目が規定されていること。
４　秘密文書等の封かんについて

防衛事業適合事業者契約条項
第５２条
２　乙は、特定資料又は特定物件を封筒若しくは包装によりこん包して運搬し、又は輸送し、若しくは郵送するとき（書留による郵送に限る。以下同じ。）は、これらが窃取され、破壊され、又は盗み見られるなどの危険を防止するため、こん包を二重にした上で、これらを封かんしなければならない。



５　特定資料又は特定物件の送達に当たっては、その授受を明確にするため、送付書・受領書（別紙様式第●号）を用い、受領書に送達先の受領者の署名又は押印を徴するものとする。
	[bookmark: _Hlk223902569]【点検票】第１２．秘密文書等の送達について
秘密文書等の送達について以下の項目が規定されていること。
５　秘密文書等の送達の記録について




６　総括者は、特定資料又は特定物件を送達したときは、受領書の写しを添え、秘密文書等送達報告書（別紙様式第●号）により防衛装備庁に報告するものとする。
７　保全責任者は、特定資料又は特定物件が送達されたときは、特定資料等保管簿に所定の事項を記載するとともに、受領書の保存等を確実に実施するものとする。
	[bookmark: _Hlk223902828]【点検票】第１２．秘密文書等の送達について
秘密文書等の送達について以下の項目が規定されていること。
６　秘密文書等の送達時の保全責任者の責務について




【Ｂ（次の１項）】
８　総括者は、特定秘密に該当する特定資料（物件を除く。）を電気通信の方法により交付するときは、暗号措置その他の秘密の管理職員が必要と認める措置を講じなければならない。ただし、特に認められた場合を除き、インターネットを介した電子メール又はストレージサービスを利用しての交付をしてはならない。
	【点検票】第１２．秘密文書等の送達について
秘密文書等の送達について以下の項目が規定されていること。
７　電気通信による特定秘密の交付について

防衛事業適合事業者契約条項
第５４条　乙は、特定秘密に該当する特定資料（物件を除く。）を電気通信の方法により交付するときは、暗号措置その他の秘密の管理職員が必要と認める措置を講じなければならない。ただし、特に認められた場合を除き、インターネットを介した電子メール又はストレージサービスを利用しての交付をしてはならない。




（作成等）
第４６条　総括者は、特定資料等を作成（製作、複製を含む。以下同じ。）する場合は、あらかじめ特定資料等作成等申請書（別紙様式第●号）により防衛装備庁に申請し、その許可を得るものとする。ただし、契約履行上、すでに当該特定資料等の作成が認められている場合は、この限りではない。
２　総括者は、特定資料等の作成の申請に当たっては、その範囲及び数量を必要最小限度にとどめるものとする。
	【点検票】第１３．秘密文書等の作成等について
秘密文書等の作成等について以下の項目が規定されていること。
１　秘密文書等の作成等の申請について
２　秘密文書等の作成等の制限について

防衛事業適合事業者契約条項
第４５条　乙は、特定資料又は特定物件を作成（複製及び製作を含む。以下同じ。）しようとする場合には、あらかじめ、秘密の管理職員の許可を得なければならない。ただし、秘密取扱原因契約に特定資料又は特定物件の作成に係る定めのあるときは、当該定めに従うものとする。

防衛装備庁における特定秘密の保護に関する訓令の運用について
第１３　特定秘密文書等の作成
３　特定秘密文書等を作成するときは、必要最小限の数量にとどめるよう努めるものとする。



３　総括者は、契約履行上、すでに作成が認められている特定資料等を作成する場合は、あらかじめ作成する特定資料等に表示すべき管理番号、一連番号の付与を防衛装備庁に申請するものとする。
	[bookmark: _Hlk223903476]【点検票】第１３．秘密文書等の作成等について
秘密文書等の作成等について以下の項目が規定されていること。
３　秘密文書等の作成が契約履行上認められている場合の措置について

防衛事業適合事業者契約条項
第４６条　乙は、特別防衛秘密である特定資料又は特定物件を作成したときは、これらに特別防衛秘密、秘密区分、米国政府、登録番号、一連番号、枚数及び指定条件の表示を付さなければならない。この場合において、特定資料（物件を除く。）を作成したときは、文書又は図画の各頁の中央に当該文書又は図面に固有の数字又は組織名等の表示を付すものとする。
２ 前項後段の規定にかかわらず、秘密の管理職員から別に指示のあるときは、当該指示に従った表示をしなければならない。

第４７条　乙は、特定秘密を保有し、自ら特定秘密である特定資料又は特定物件を作成し、又は特定秘密の伝達を受けたときは、当該特定秘密、特定資料又は特定物件について特秘法第３条第２項各号のいずれかに掲げる措置を講じなければならない。
２　前項の規定に従い特秘法第３条第２項第１号に掲げる措置を講ずる場合においては、乙は、特定秘密その他装備政策部長が別に定める表示を付すものとする。
３　前項の場合において、秘密の管理職員から別に指示のあるときは、当該指示に従った表示をしなければならない。

第５１条　乙は、装備品等秘密である特定資料又は特定物件を作成し、秘密の管理職員からの指示があったときは、これらに装備品等秘密、登録番号その他装備政策部長が別に定める表示を付さなければならない。ただし、秘密の管理職員又はその指定する者の許可を受けたときは、この限りでない。



４　特定資料等を作成する場合は、あらかじめ実施方法等を防衛装備庁と協議し、防衛装備庁の立会いを得るものとする。
	【点検票】第１３．秘密文書等の作成等について
秘密文書等の作成等について以下の項目が規定されていること。
４　秘密文書等の作成等の立会について

防衛事業適合事業者契約条項
第４５条
２　前項の規定により特定資料又は特定物件を作成する場合には、乙は、これらを作成する方法の細部について、秘密の管理職員と協議し、秘密の管理職員又はその指名する者の立会いの下に行わなければならない。



５　総括者は、特定資料等を作成したときは、速やかに特定資料等作成報告書（別紙様式第●号）により防衛装備庁に報告するものとする。
	[bookmark: _Hlk223903639]【点検票】第１３．秘密文書等の作成等について
秘密文書等の作成等について以下の項目が規定されていること。
５　秘密文書等の作成等の報告について

防衛事業適合事業者契約条項
第４５条
３　乙は、特定資料又は特定物件を作成したときは、速やかにその旨を秘密の管理職員に書面又は電磁的記録により報告し、必要な指示を受けるものとする。



６　保全責任者は、特定資料等が作成されたときは、特定資料等保管簿に所定の事項を記録するものとする。
	【点検票】第１３．秘密文書等の作成等について
秘密文書等の作成等について以下の項目が規定されていること。
６　秘密文書等の作成等の保全責任者の責務について



７　保全責任者は、特定資料等が作成されたときは、特定資料等作成実施記録簿（別紙様式第●号）に所定の事項を記載し、防衛装備庁の確認を得るものとする。
	[bookmark: _Hlk223903754]【点検票】第１３．秘密文書等の作成等について
秘密文書等の作成等について以下の項目が規定されていること。
７　秘密文書等の作成等の実施記録について



８　特定資料等の作成のために一時的に作成した反古紙であって、当該特定資料等の内容を察知するに足るものは、作成する特定資料等の秘密の種類に応じた取扱いを行い、用済後、特定資料等を廃棄する場合と同様の方法により速やかに廃棄するとともに、当該廃棄の記録を反古紙廃棄簿（別紙様式第●号）に記録するものとする。
	【点検票】第１３．秘密文書等の作成等について
秘密文書等の作成等について以下の項目が規定されていること。
８　秘密文書等の作成等時の反故紙について


９　総括者は、作成において完成に至らなかった特定資料若しくは特定物件であって、秘密の管理職員から取扱いの指示を受けたものを、作成し、送達し又は秘密の管理職員からの指示により廃棄したときは、速やかに秘密文書等作成報告書（別紙様式第●号）により防衛装備庁に報告するものとする。
	【点検票】第１３．秘密文書等の作成等について
秘密文書等の作成等について以下の項目が規定されていること。
９　完成に至らなかった秘密文書等に関する取扱いの指示を受けたものの報告

防衛事業適合事業者契約条項
第５８条　乙は、特定資料又は特定物件を接受し、作成し、送達し又は秘密の管理職員からの指示により廃棄したときは、速やかに、秘密の管理職員に対し、その旨を書面又は電磁的記録により報告しなければならない。
２ 前項に規定する報告は、作成した特定資料若しくは特定物件、又は作成において完成に至らなかった特定資料若しくは特定物件であって、秘密の管理職員の指示を受けたものの取扱いを含めて行うものとする。



【ＡＣ】
（指定等）
第４７条　秘密の指定又は指定条件の変更は、防衛装備庁の指示により行うものとする。
	【点検票】第１３．秘密文書等の作成等について
秘密文書等の作成等について以下の項目が規定されていること。
１０　作成等する秘密文書等の指定について



２　保全責任者は、秘密の指定又は指定条件の変更があった場合は、秘密文書等保管簿の記録内容を追加又は訂正するとともに、その根拠となる防衛装備庁からの文書の発簡番号及び発簡年月日を記録するものとする。
	[bookmark: _Hlk223903933]【点検票】第１３．秘密文書等の作成等について
秘密文書等の作成等について以下の項目が規定されていること。
１１　指定条件変更時の保管簿の措置について



（表示）
第４８条　総括者は、作成した特定資料等に対し、防衛装備庁から秘密の指定等の通知を受けたときは、当該特定資料等に「【Ａ特別防衛秘密／Ｂ特定秘密／Ｃ装備品等秘密（秘を含む。）】」の表示、登録番号等の表示を行うものとする。
	【点検票】第１４．秘密文書等の表示について
秘密文書等の表示について以下の項目が規定されていること。
１　秘密文書等への秘密の種類、区分、一連番号、枚数、指定条件等の表示について




２　総括者は、作成した特定資料又は特定物件の性質上、秘密の表示を行うことが困難である場合は、秘密の指定に関する通知書（別紙様式第●号）により当該秘密を取り扱う関係社員に対して当該資料又は物件が特定資料又は特定物件である旨を通知するものとする。
	【点検票】第１４．秘密文書等の表示について
秘密文書等の表示について以下の項目が規定されていること。
６　秘密文書等への表示が困難な場合の措置について



３　保全責任者は、特定資料又は特定物件等への「【Ａ特別防衛秘密／Ｂ特定秘密／Ｃ装備品等秘密（秘を含む。）】」の表示は、防衛装備庁から特段の指示がない場合は、次に示す方法により行うものとする。
⑴　文書及び図画については、表紙、裏表紙及び特定情報を含む各頁の右上部及び左下部に表示する。ただし、装備品等秘密の表示は、表紙右下のみに表示するものとする。
⑵　前号によることが困難又は不適当であり、当該文書又は図画を封筒又は容器に収容する場合には、これらの封筒又は容器の見やすい場所に表示する。
⑶　巻状の文書及び図画については、その両端（上部及び下部）に表示する。
⑷　物件については、適宜の見やすい場所に表示する。
	【点検票】第１４．秘密文書等の表示について
秘密文書等の表示について以下の項目が規定されていること。
４　秘密文書等への表示場所について



４　「【Ａ特別防衛秘密／Ｂ特定秘密／Ｃ装備品等秘密（秘を含む。）】」の表示は、防衛装備庁が定めるものを赤色（やむを得ない場合は他の色）で行うものとする。
	【点検票】第１４．秘密文書等の表示について
秘密文書等の表示について以下の項目が規定されていること。
５　秘密文書等の表示の色について



５　当該秘密が外国政府等秘密情報に該当する場合は、「【Ａ特別防衛秘密／Ｂ特定秘密／Ｃ装備品等秘密（秘を含む。）】」の表示に加え、防衛装備庁が定める各国政府の表示を赤色（やむを得ない場合は他の色）で行うものとする。
	【点検票】第１４．秘密文書等の表示について
秘密文書等の表示について以下の項目が規定されていること。
２　秘密文書等への外国政府等秘密情報の表示について





６　保全責任者は、特定資料又は特定物件への登録番号等の表示（別紙様式第●号）は、防衛装備庁の特別の指示がない限り、次に示す方法で行うものとする。
⑴　文書及び図画については、表紙の左上部に表示する。ただし、左上部に表示できない場合は、適当な個所に表示する。
⑵　物件については、適宜な見やすい場所に表示する。
	【点検票】第１４．秘密文書等の表示について
秘密文書等の表示について以下の項目が規定されていること。
３　秘密文書等への登録番号等の表示について

防衛事業適合事業者契約条項
第４６条　乙は、特別防衛秘密である特定資料又は特定物件を作成したときは、これらに特別防衛秘密、秘密区分、米国政府、登録番号、一連番号、枚数及び指定条件の表示を付さなければならない。この場合において、特定資料（物件を除く。）を作成したときは、文書又は図画の各頁の中央に当該文書又は図面に固有の数字又は組織名等の表示を付すものとする。
２ 前項後段の規定にかかわらず、秘密の管理職員から別に指示のあるときは、当該指示に従った表示をしなければならない。

第４７条　乙は、特定秘密を保有し、自ら特定秘密である特定資料又は特定物件を作成し、又は特定秘密の伝達を受けたときは、当該特定秘密、特定資料又は特定物件について特秘法第３条第２項各号のいずれかに掲げる措置を講じなければならない。
２　前項の規定に従い特秘法第３条第２項第１号に掲げる措置を講ずる場合においては、乙は、特定秘密その他装備政策部長が別に定める表示を付すものとする。
３　前項の場合において、秘密の管理職員から別に指示のあるときは、当該指示に従った表示をしなければならない。

第５１条　乙は、装備品等秘密である特定資料又は特定物件を作成し、秘密の管理職員からの指示があったときは、これらに装備品等秘密、登録番号その他装備政策部長が別に定める表示を付さなければならない。ただし、秘密の管理職員又はその指定する者の許可を受けたときは、この限りでない。



【Ｂ】
（特定秘密の指定の有効期間の満了時の措置）
第４９条　保全責任者は、特定秘密管理者から特定秘密の指定の有効期間が満了した旨の通知があった場合は、次の処置を行うものとする。
⑴　特定秘密の指定の有効期間が満了した文書等の「特定秘密」等の表示を赤色（これにより難い場合は他の色）の二重線等で抹消した上で、別紙様式第●号に示す「特定秘密指定有効期間満了」の表示を赤色（やむを得ない場合は他の色）で行う。
⑵　特定秘密文書等保管簿に記録された当該文書等に係る管理情報を赤色（これにより難い場合は他の色）の二重線等で抹消するとともに、特定秘密管理者からの通知文書の発簡番号、発簡年月日及び特定秘密の指定の有効期間が満了した旨を追記する。
	【点検票】第１４．秘密文書等の表示について
秘密文書等の表示について以下の項目が規定されていること。
７　特定秘密の指定期間が満了した場合の表示について

防衛事業適合事業者契約条項
第４８条　乙は、秘密の管理職員から特定秘密の保護に関する法律施行令（平成２６年政令第３３６号。以下「特秘令」という。）第７条第１項第２号の規定に基づく特定秘密の指定の有効期間が満了した旨の通知を受けたときは、当該指定に係る特定資料又は特定物件であったものについて、特定秘密の表示に赤色の二重線を付すことその他これに準ずる方法によりこれを抹消した上で、特秘令第７条第２項に規定する指定有効期間満了表示をしなければならない。



【Ｂ】
（特定秘密の指定の有効期間の延長時の措置）
第５０条　保全責任者は、特定秘密管理者から特定秘密の指定の有効期間を延長した旨の通知があった場合は、特定秘密文書等保管簿に記録された当該特定秘密文書等に係る管理情報に特定秘密管理者からの通知文書の発簡番号、発簡年月日及び当該特定秘密の延長後の指定の有効期間が満了する年月日を追記する。
	【点検票】第１４．秘密文書等の表示について
秘密文書等の表示について以下の項目が規定されていること。
８　特定秘密の指定期間が延長された場合の表示について

防衛事業適合事業者契約条項
第４９条　乙は、秘密の管理職員から特秘令第８条第１号の規定に基づく特定秘密の指定の有効期間を延長した旨の通知を受けたときは、特秘法第３条第２項第２号に掲げる措置を受けた者に対し、当該指定の有効期間が延長された旨及び延長後の当該指定の有効期間が満了する年月日を書面の交付により通知しなければならない。
２　前項の場合において、乙は、当該指定の有効期間が延長された旨及び延長後の当該指定の有効期間が満了する年月日を当該指定に係る情報を取り扱う従業者（当該指定の有効期間の延長について前項の通知を受けた者を除く。）に周知しなければならない。



（秘密の指定の解除時の措置）
第５１条　保全責任者は、防衛装備庁から秘密の指定を解除した旨の通知があった場合は、次の処置を行うものとする。
⑴　秘密の指定が解除された文書等の「秘密」等の表示を赤色（これにより難い場合は他の色）の二重線等で抹消する。【Ｂ抹消した上で、別紙様式第●号に示す「特定秘密指定解除」の表示を赤色（やむを得ない場合は他の色）で行う。】
⑵　秘密文書等保管簿に記録された当該文書等に係る管理情報を赤色（これにより難い場合は他の色）の二重線等で抹消するとともに、防衛装備庁からの通知文書の発簡番号、発簡年月日及び秘密の指定が解除された旨を追記する。
	【点検票】第１４．秘密文書等の表示について
秘密文書等の表示について以下の項目が規定されていること。
９　秘密等が解除された場合の表示について

防衛事業適合事業者契約条項
第５０条　乙は、秘密の管理職員から特秘令第１０条第１項第２号の規定に基づく特定秘密の指定が解除された旨の通知を受けたときは、当該指定に係る特定資料又は特定物件であったものについて、特定秘密の表示に赤色の二重線を付すことその他これに準ずる方法によりこれを抹消した上で、特秘令第１０条第２項に規定する指定解除表示をしなければならない。
２　前項の場合において、乙は、特秘法第３条第２項第２号に掲げる措置を受けた者に対し、当該指定が解除された旨及びその年月日を書面の交付により通知しなければならない。
３　第１項の場合において、乙は、当該指定が解除された旨及びその年月日を当該指定に係る情報を取り扱う従業者（当該指定の解除について前項の通知を受けた者を除く。）に周知しなければならない。



（下請負）
第５２条　総括者は、秘密の取扱いに係る役務を第三者に下請負させてはならない。ただし、やむを得ず下請負を行う場合は、あらかじめ、下請負の相手方、契約内容、取り扱わせる秘密の種類及び秘密区分（特定秘密の場合は指定の整理番号を含む。）、下請負の内容、下請負先の秘密保全体制等を明記した書類を添え、秘密の取扱いに係る下請負申請書（別紙様式第●号）により秘密の管理職員に申請し、その許可を得るものとする。【Ｂ特定秘密の場合は、当該下請負の相手方は、あらかじめ防衛装備庁長官により、防衛事業適合事業者又は特定秘密保護法上の適合事業者として認定されている者でなければならない。】
なお、秘密の取扱いに係る物件の輸送、施設の警備その他役務であって、秘密の内容を知り得ないと認められるものは該当しない。
	【点検票】第１５．下請負について
下請負について以下の項目が規定されていること。
１　下請負の制限について
２　秘密業務に係る下請負に該当しない場合について（「なお」以降）

防衛事業適合事業者契約条項第
第６８条　特定資料等の取扱いに係る業務は、原則として、下請負をしてはならない。
２　前項の規定は、特定資料又は特定物件の輸送、秘密保全施設等の警備その他の役務の提供であって、当該役務を提供する者が当該役務の提供を通じて、秘密を直接取り扱うことがなく、秘密の内容を知ることができないよう措置されている業務については、適用しない。



２　総括者は、下請負の申請に際しては、下請負先と防衛装備庁との間の秘密の保全又は保護に関する規定を含む契約書を作成し、契約締結のために必要な手続等を実施するものとする。
３　防衛装備庁から下請負の許可を得た場合においても、下請負先が防衛装備庁との秘密の保全又は保護に関する契約を締結した後でなければ、下請負先に対して特定情報を伝達し、又は特定資料若しくは特定物件を送達してはならない。
	【点検票】第１５．下請負について
下請負について以下の項目が規定されていること。
３　下請負先への秘密文書等の伝達及び送達について

防衛事業適合事業者契約条項
第４１条　乙は、秘密取扱原因契約の履行のためやむを得ず下請負事業者に特定資料等を取り扱わせる場合であって、当該下請負事業者が当該特定資料等を取り扱うことができることについての秘密の管理職員の許可をあらかじめ得たときは、当該下請負事業者に当該特定資料等を交付し、又は伝達することができる。

第５７条　この節の規定の適用に当たり、特定資料等の交付又は伝達の相手方が下請負事業者である場合には、乙は、あらかじめ、秘密の管理職員の承認を得なければならない。



４　防衛装備庁から下請負の許可を得た下請負先に特定資料又は特定物件を貸与する必要がある場合は、次の手続を行うものとする。
⑴　あらかじめ秘密文書等貸与申請書（別紙様式第●号）により防衛装備庁に申請し、その許可を得るものとする。ただし、契約履行上、すでに当該特定資料又は特定物件の貸与が認められている場合は、この限りではない。
⑵　防衛装備庁から許可を得た場合は、その写しを下請負先に提示し、特定資料又は特定物件の接受を行わせるとともに、当該下請負先から防衛装備庁に対し、当該特定資料又は特定物件の接受に係る報告を行わせるものとする。
⑶　下請負先に貸与した特定資料又は特定物件等を当該下請負先から防衛装備庁に直接返却させる場合は、主契約の終了時期までに防衛装備庁に返却するよう指示するものとする。また、当該下請負先において、主契約の終了時期より前に特定資料又は特定物件等を使用する必要がなくなった場合は、その時点で速やかに防衛装備庁に返却するよう指示するものとする。
⑷　下請負先から防衛装備庁に特定資料又は特定物件の返却がなされたときは、当該下請負先から防衛装備庁に対し、当該特定資料又は特定物件の送達に係る報告を行わせるものとする。
	【点検票】第１５．下請負について
下請負について以下の項目が規定されていること。
５　下請負先への秘密文書等の貸与の手続について



５　総括者は、下請負先の秘密の保護の状況を定期的に検査するものとする。
	【点検票】第１５．下請負について
下請負について以下の項目が規定されていること。
６　下請負先の検査について

防衛事業適合事業者契約条項
第６９条　前条の規定にかかわらず、乙は、やむを得ず下請負を行う必要があると認めた場合には、秘密取扱原因契約に定めるところにより、秘密取扱原因契約の秘密の管理職員の許可を得なければならない。この場合において、乙の秘密保全施設等において関係社員と協力して乙のために特定資料等の取扱いの業務を行う下請負事業者関係社員があるときは、その旨を明らかにして許可を得るものとする。
２　前項の許可を得た場合において、乙の秘密保全施設等において関係社員と協力して乙のために特定資料等の取扱いの業務を行う下請負事業者関係社員があるときは、乙は、同項の許可に係る下請負事業者との間で、当該下請負事業者関係社員による乙の秘密保全施設等における特定資料等の取扱いの業務の管理について協議し、その結果を甲に届け出なければならない。当該協議は、当該下請負事業者関係社員が乙の秘密保全施設等において行う特定資料等の取扱いの業務の内容及び態様に応じたものとしなければならない。



６　総括者は、防衛装備庁が下請負先の秘密の保護の状況について検査を行う場合は、その実施のために協力するものとする。
	【点検票】第１５．下請負について
下請負について以下の項目が規定されていること。
７　下請負先の防衛省の保全検査への協力について

防衛事業適合事業者契約条項
第７０条　乙は、秘密の管理職員又はその指定した者が、乙の下請負事業者に対し、乙が下請負をした特定資料等の取扱いに係る業務についての検査又は調査を行うときは、秘密の管理職員又はその指定した者の求めに応じ、必要な協力をしなければならない。



７　総括者は、秘密保全施設等において特定資料等の取扱いの業務を行う下請負事業者関係社員があるときは、当該下請負事業者関係社員に適用される下請負事業者の秘密保全規則との関係を整理しなければならない。
	【点検票】第１５．下請負について
下請負について以下の項目が規定されていること。
８　秘密保全施設等において関係社員と協力して秘密取扱業務を行う下請負事業者関係社員がある場合の措置について

防衛事業適合事業者契約条項
第２０条
４　前項に規定する措置を講じるに当たり、乙の秘密保全施設等において特定資料等の取扱いの業務を行う下請負事業者関係社員があるときは、当該下請負事業者関係社員に適用される下請負事業者の秘密保全規則との関係を整理しなければならない。



（返却）
第５３条　保全責任者は、契約終了後直ちに、防衛装備庁から送達された特定資料等を全て防衛装備庁に返却するとともに、契約により新たに作成した特定資料等を全て防衛装備庁に提出するものとする。
	【点検票】第１６．秘密文書等の返却及び廃棄について
秘密文書等の返却及び廃棄について以下の項目が規定されていること。
１　秘密文書等の速やかな防衛省への返却について

防衛事業適合事業者契約条項
第２７条　乙は、秘密取扱原因契約の契約期間が終了（契約の解除に伴う契約期間の終了の場合を含む。）したときは、当該秘密取扱原因契約に関して交付を受けた特定資料等及び当該特定資料等に関して作成した全ての特定資料等について、秘密の管理職員又はその指定した者に直ちに返却し、又は提出しなければならない。
２　前項の場合において、秘密の管理職員又はその指定した者が、乙による特定資料等の廃棄又は引き続きの保有を認め、又はかかる旨の指示をしたときは、当該秘密の管理職員又はその指定した者の指示に従うものとする。
３　前２項の規定にかかわらず、装備品等秘密指定書に示された装備品等秘密の指定の有効期間が満了した場合には、乙は、当該装備品等秘密指定書に係る特定資料等を直ちに甲に返却し、又は提出しなければならない。



２　保全責任者は、契約の履行中であっても、防衛装備庁から指示があった場合は、当該指示に基づき、防衛装備庁から送達された特定資料又は特定物件を防衛装備庁に返却するとともに、契約により新たに作成した特定資料等を防衛装備庁に提出するものとする。
	【点検票】第１６．秘密文書等の返却及び廃棄について
秘密文書等の返却及び廃棄について以下の項目が規定されていること。
２　防衛省の指示による秘密文書等の返却について



３　保全責任者は、装備品等秘密指定書に示された装備品等秘密の指定の有効期間が満了した場合には、当該装備品等秘密指定書に係る特定資料等を直ちに防衛装備庁に返却するとともに、契約により新たに作成した特定資料等を防衛装備庁に提出するものとする。
	【点検票】第１６．秘密文書等の返却及び廃棄について
秘密文書等の返却及び廃棄について以下の項目が規定されていること。
３　装備品等秘密の指定の有効期間が満了した場合の装備品等秘密文書の防衛省への返却又は提出について



４　保全責任者は、特定資料等を防衛装備庁に返却し、又は新たに作成した特定資料等を提出した場合は、秘密文書等保管簿に所定の事項を記録するものとする。
	[bookmark: _Hlk223906122]【点検票】第１６．秘密文書等の返却及び廃棄について
秘密文書等の返却及び廃棄について以下の項目が規定されていること。
４　保全責任者による秘密文書等の返却の記録について

防衛事業適合事業者契約条項
第４２条　乙は、特定資料等の管理の現況について、装備政策部長が別に定めるところにより、秘密文書等保管簿その他の帳簿に登録しなければならない。
２　前項の帳簿は、秘密の種類ごとに（必要な場合は、これに加え、機密、極秘及び秘の区分ごとに）整備するものとし、指定の状況、作成、交付、供覧、保管、貸出、回収、返却、廃棄等の状況を記録するものとする。



（廃棄）
第５４条　総括者は、あらかじめ防衛装備庁から書面による指示があった場合に限り、特定資料等を廃棄することができるものとする。
	【点検票】第１６．秘密文書等の返却及び廃棄について
秘密文書等の返却及び廃棄について以下の項目が規定されていること。
５　秘密文書等の廃棄の制限について

防衛事業適合事業者契約条項
第２８条　乙は、この契約に定められた場合を除き、特定資料等を廃棄してはならない。



２　特定資料等の廃棄に当たっては、保全責任者が立会いの上、当該秘密を取り扱うことができる関係社員が焼却、粉砕、細断、溶解、消磁及び破壊等の手段により、特定資料等の一部若しくは全部が複製又は識別できないように確実に行うものとする。
	【点検票】第１６．秘密文書等の返却及び廃棄について
秘密文書等の返却及び廃棄について以下の項目が規定されていること。
６　秘密文書等の廃棄方法について



３　保全責任者は、特定資料等を廃棄した場合は、特定資料等保管簿に所定の事項を記録するとともに、当該廃棄について総括者に報告するものとする。
	[bookmark: _Hlk223906256]【点検票】第１６．秘密文書等の返却及び廃棄について
秘密文書等の返却及び廃棄について以下の項目が規定されていること。
７　保全責任者による秘密文書等の廃棄の記録について

防衛事業適合事業者契約条項
第４２条　乙は、特定資料等の管理の現況について、装備政策部長が別に定めるところにより、秘密文書等保管簿その他の帳簿に登録しなければならない。
２　前項の帳簿は、秘密の種類ごとに（必要な場合は、これに加え、機密、極秘及び秘の区分ごとに）整備するものとし、指定の状況、作成、交付、供覧、保管、貸出、回収、返却、廃棄等の状況を記録するものとする。



４　総括者は、保全責任者から特定資料等の廃棄の報告を受けたときは、秘密文書等廃棄報告書（別紙様式第●号）により防衛装備庁に報告するものとする。
	【点検票】第１６．秘密文書等の返却及び廃棄について
秘密文書等の返却及び廃棄について以下の項目が規定されていること。
８　秘密文書等の廃棄の防衛省への報告について



（社内保全点検）
第５５条　総括者は、毎月１回、定期的に又は必要に応じて臨時に秘密業務の管理状況（関係簿冊の管理状況を含む。）及び特定資料の保管状況を、防衛装備庁が示す点検票に基づき点検し、当該点検票を保管するものとする。
	【点検票】第１８．社内点検について
社内点検について以下の項目が規定されていること。
１　点検票による社内の毎月の点検について



２　保全責任者は、毎月１回、定期的に又は必要に応じて臨時に特定資料等の保管状況を検査し、当該点検結果を特定資料等保管状況点検表（別紙様式第●号）により総括者に報告するものとする。

【Ｂ】
３　総括者は、当該検査の結果について、特定秘密管理者に報告するものとする。
	【点検票】第１８．社内点検について
社内点検について以下の項目が規定されていること。
２　特定資料等の保管点検について

防衛事業適合事業者契約条項
第６６条　乙は、装備政策部長が別に定めるところにより、毎月１回以上、特定資料等の保護措置の実施の状況についての点検を行い、管轄防衛局等にその結果を報告しなければならない。
２　乙は、装備政策部長が別に定めるところにより、１年に１回以上、保全組織の体制その他の秘密保全体制についての点検を行い、リスクを査定し、管轄防衛局等にその結果を報告しなければならない。



４　総括者は、秘密保全規則等の内容及び履行状況並びに防衛装備庁の規則改正の有無の確認と規則への反映について定期的に確認し、不十分な点があると認めるときは、直ちに是正のための必要な措置を講じるものとする。
	【点検票】第１８．社内点検について
社内点検について以下の項目が規定されていること。
３　秘密保全規則及び履行状況の点検と見直しについて
５　防衛省の規則改正の有無の確認と規則への反映について



５　総括者は、前項の確認を行うにあたり、年１回以上、次の各号に掲げる事項を考慮したリスク査定を実施し、その結果を記録するものとする。
⑴　特定資料等及び情報システムへの不正なアクセス、開示、使用、改ざん、破壊等が及ぼす被害、脅威及び脆弱性の程度
⑵　特定資料又は特定物件を取り扱う部署の内部のほか、秘密保全に　影響を及ぼす恐れがあると認める範囲内で、自社の別の部署及び外部の組織(情報システムの保守を請け負う業者等を含む。)におけるリスクの特定、分析及び評価
	【点検票】第１８．社内点検について
社内点検について以下の項目が規定されていること。
４　秘密保全を確保するための各種保全措置の検証及びリスク査定の実施について

防衛事業適合事業者契約条項
第６６条
２　乙は、装備政策部長が別に定めるところにより、１年に１回以上、保全組織の体制その他の秘密保全体制についての点検を行い、リスクを査定し、管轄防衛局等にその結果を報告しなければならない。






【ＡＣ】
（保管状況の報告）
第５６条　総括者は、毎年６月末日及び１２月末日現在の特定資料等の保管状況について、防衛装備庁に報告するものとする。
【Ｂ】
（特定秘密の保護措置の報告）
第５７条　業務管理者は、前年度１年間に特定秘密の保護に関して講じた措置の内容について、翌年度４月末日までに、関係する書面を添え、特定秘密管理者に報告するものとする。
	【点検票】第１８．社内点検について
社内点検について以下の項目が規定されていること。
６　秘密文書等の保管状況報告について



（官による保全検査の受検）
第５８条　総括者は、防衛装備庁が当事業所の秘密業務の管理状況について検査を行う場合は、その実施のために協力するものとする。
	【点検票】第１９．防衛省による保全検査について
防衛省による保全検査について以下の項目が規定されていること。
１　防衛省が実施する保全検査への協力について



２　総括者は、防衛装備庁から秘密の保護の状況について指導があった場合は、当該指導に基づき、必要な措置を講じるものとする。
	【点検票】第１９．防衛省による保全検査について
防衛省による保全検査について以下の項目が規定されていること。
２　防衛省の指導があった場合の措置について



３　総括者は、契約履行後においても秘密保全上必要があると防衛装備庁が認めた場合は、防衛装備庁の求めに応じ、防衛装備庁が実施する検査及び調査を受け入れ、必要な協力をするものとする。
	【点検票】第１９．防衛省による保全検査について
防衛省による保全検査について以下の項目が規定されていること。
３　契約後の防衛省の検査及び調査への協力について

防衛事業適合事業者契約条項
第６７条　乙は、装備政策部長が別に定めるところにより、前条各項の規定による点検の結果の報告に基づいて、甲又はその指定した者が行う実地の検査を受けなければならない。
２　甲又はその指定した者は、前項に規定する実地の検査の結果を踏まえ、乙による特定資料等の保護措置の実施の状況について更に検査する必要があると認めたときは、乙の秘密保全の体制及び特定資料等の保護措置の実施の状況を調査し、及び必要な指導を行うことができる。
３　乙は、前２項の規定により甲又はその指定した者が行う検査又は調査に協力しなければならない。
４　秘密取扱原因契約の履行に当たり、秘密の管理職員が必要と判断して行う検査又は調査は、第１項及び第２項に基づき行う検査又は調査として行うことができるものとする。この場合において「甲」とあるのは「秘密の管理職員」と読み替えるものとする。


（非常の場合の措置）
第５９条　総括者は、秘密の漏えいのおそれがある緊急の事態に際し、その漏えいを防止するために他に適当な手段がないと認める場合は、焼却、粉砕、細断、溶解、破壊等の復元不可能な方法により、当該特定資料又は特定物件を廃棄することができる。
	【点検票】第２０．非常時及び事故時の措置について
非常時及び事故時の措置について以下の項目が規定されていること。
１　緊急時の秘密文書等の廃棄について

防衛事業適合事業者契約条項
第６１条　乙は、特定資料等の奪取その他秘密の漏えいのおそれがある緊急の事態に際し、その漏えいを防止するため他に適当な手段がないと認められる場合には、特定資料等を探知することができないよう、焼却、粉砕、細断、溶解、破壊等の復元不可能な方法により、当該特定資料又は特定物件を廃棄しなければならない。



２　総括者は、緊急の事態に際して特定資料又は特定物件を廃棄する場合は、あらかじめ、緊急の事態に際しての廃棄について（別紙様式第●号）により、防衛装備庁に申請し、防衛装備庁長官の承認を得るものとする。ただし、その手段がない場合又はそのいとまがない場合は、廃棄後速やかに、防衛装備庁長官に報告するものとする。
	[bookmark: _Hlk223907470]【点検票】第２０．非常時及び事故時の措置について
非常時及び事故時の措置について以下の項目が規定されていること。
２　緊急時の秘密文書等の廃棄の申請及び報告について
３　緊急時の廃棄後速やかに行う報告について

防衛事業適合事業者契約条項
第６１条
２　乙は、前項の規定に基づき、特定資料又は特定物件を廃棄する場合には、あらかじめ秘密の管理職員を通じて防衛装備庁長官の承認を得なければならない。ただし、その手段がない場合又はそのいとまがない場合は、廃棄後速やかにその旨を秘密の管理職員を通じて防衛装備庁長官に報告するものとする。



３　総括者は、緊急時における防衛装備庁への連絡経路を整備し、関係社員に周知することにより、常に防衛装備庁への緊急連絡体制を維持するものとする。
	【点検票】第２０．非常時及び事故時の措置について
非常時及び事故時の措置について以下の項目が規定されていること。
４　緊急連絡体制の整備について









（事故等発生時の措置）
第６０条　関係社員は、特定資料等を紛失した場合、秘密が漏えい若しくは破壊された場合又はそれらの疑い若しくはおそれがある場合は、直ちに適切な処置を講じるとともに、保全責任者、管理責任者及び総括者に報告するものとする。
	【点検票】第２０．非常時及び事故時の措置について
非常時及び事故時の措置について以下の項目が規定されていること。
５　関係社員による保全事故発生時の報告について



２　総括者は、関係社員から事故等の報告を受けたときは、直ちにその事実の調査を行い、かつ、秘密の保全又は保護に必要な措置を講じて事故の拡大防止に努めるとともに、その時点で把握できた事故等に関する情報を、速やかに防衛装備庁に報告するものとする。
	【点検票】第２０．非常時及び事故時の措置について
非常時及び事故時の措置について以下の項目が規定されていること。
６　事故発生時の防衛省への速報について

防衛事業適合事業者契約条項
第６３条　乙は、特定資料等の漏えい、紛失、破壊等の事故が発生したとき又はこの契約に定める特定資料等の保護措置に抵触するような事態が発生したときは、直ちに、発生した事故又は事態（以下この条及び次条において「事故等」という。）の内容に応じた適切な措置を講ずるとともに、秘密の管理職員にその時点で把握できた事故等に関する情報を報告しなければならない。
２　乙は、前項に規定する報告をした後、事故等が発生した原因、事故等に関して収集した証拠、秘密の管理職員から指示があった事項を詳細に調査し、その結果を秘密の管理職員に速やかに報告しなければならない。



３　事故等が発生した契約に係る元請負者がある場合は、直ちに当該元請負者に通報するものとする。
	【点検票】第２０．非常時及び事故時の措置について
非常時及び事故時の措置について以下の項目が規定されていること。
７　事故発生時の元請負者への報告について



４　総括者は、前３項に規定する報告を迅速かつ的確に行うための報告要領を定めるとともに、当該報告をするに当たっての責任者、連絡担当者等を明らかにした連絡系統図を作成し、異動等があった場合は、速やかにこれを更新するものとする。
	【点検票】第２０．非常時及び事故時の措置について
非常時及び事故時の措置について以下の項目が規定されていること。
８　連絡系統図の作成と更新について



５　総括者は、秘密の漏えい、紛失、破壊等の事故発生時の対処体制、当該対処体制における責任者及び対処手順を定めるものとする。
	【点検票】第２０．非常時及び事故時の措置について
非常時及び事故時の措置について以下の項目が規定されていること。
９　事故発生時の対処体制及び対処手順の作成について

防衛事業適合事業者契約条項
第６２条　乙は、特定資料等の漏えい、紛失、破壊等の事故が発生した場合の対処の責任者、当該責任者の下で行う対処手順その他事故への対処体制を整えなければならない。



６　総括者は、防衛装備庁への報告後、遅滞なく、事故等が発生した原因、事故等に関して収集した証拠、秘密の管理職員から指示があった事項を詳細に調査し、調査結果に所見及び対策を添えた調査報告書を防衛装備庁に提出するものとする。
⑴　事故等が発生した日時及び場所並びに事故等の当事者の氏名及び職務
⑵　事故等に係る特定資料等の件名、登録番号、一連番号、数量及び内容
⑶　事故等が発生した原因及び経過
⑷　事故等の発生が及ぼす影響
⑸　事故等に対して講じた措置
⑹　所見及びその他の参考となるべき事項
	【点検票】第２０．非常時及び事故時の措置について
非常時及び事故時の措置について以下の項目が規定されていること。
１０　事故発生時の調査内容と報告について

防衛事業適合事業者契約条項
第６３条
２　乙は、前項に規定する報告をした後、事故等が発生した原因、事故等に関して収集した証拠、秘密の管理職員から指示があった事項を詳細に調査し、その結果を秘密の管理職員に速やかに報告しなければならない。



７　総括者は、秘密の漏えい、紛失、破壊等の事故が発生した可能性又は将来発生する懸念についての情報を把握した場合は、直ちに、防衛装備庁に報告するものとする。
	【点検票】第２０．非常時及び事故時の措置について
非常時及び事故時の措置について以下の項目が規定されていること。
１１　保全事故の可能性及び懸念についての報告

防衛事業適合事業者契約条項
第６３条
３　乙は、第１項に規定する報告のほか、秘密の漏えい、紛失、破壊等の事故が発生した可能性又は将来発生する懸念についての情報を把握した場合は、直ちに、甲に報告するものとする。








８　総括者は、事故等への対処の結果を踏まえて新たに採用した特定資料等の保護措置について、遅滞なく秘密保全規則に反映するものとする。
	【点検票】第２０．非常時及び事故時の措置について
非常時及び事故時の措置について以下の項目が規定されていること。
１２　事故発生時の保全規則等の見直しについて

防衛事業適合事業者契約条項
第６４条　乙は、事故等への対処の結果を踏まえて新たに採用した特定資料等の保護措置について、秘密保全規則に反映しなければならない。



９　総括者は、第５項で作成した事故発生時の対処体制及び手順の有効性を確認するため、定期的に対処訓練を実施し、その結果を検証するものとする。この場合、その検証結果等を記録するものとする。
	【点検票】第２０．非常時及び事故時の措置について
非常時及び事故時の措置について以下の項目が規定されていること。
１３　事故発生時の対処訓練の実施と検証について

防衛事業適合事業者契約条項
第６２条
２　乙は、前項の対処体制の有効性を確認するため、定期的に事故の発生に備えた訓練を実施しなければならない。



（雑則）
第６１条　総括者は、本規則を改正する場合は、改めて防衛装備庁に申請し、その承認を得るものとする。
	防衛事業適合事業者契約条項
第１１条　乙は、前３条の規定に基づき構築した秘密保全体制（外国からの影響及び支配の程度に係る評価を除く。）を変更する必要があると認めた場合には、あらかじめ、管轄防衛局等を経由して甲の承認を得なければならない。



２　防衛装備庁に申請、報告又は提出する文書の様式については、本規則において定めている場合であっても、防衛装備庁から指示がある場合は、その指示に従うものとする。
	[bookmark: _Hlk223908464]【点検票】第２１．雑則について
雑則について以下の項目が規定されていること。
２　様式について本規則と防衛省による指示の競合について



３　本規則の実施に当たり、他の規則と競合する場合は、原則として本規則が優先するものとする。
	【点検票】第２１．雑則について
雑則について以下の項目が規定されていること。
５　社内規則の競合について






４　防衛事業適合事業者契約及び秘密取扱原因契約に基づいて取り扱った特定資料等に係る秘密を保護する義務は、この契約の終了後も当該特定資料等に係る秘密の指定が解除されるまでの間、継続する。この契約の終了後においても、秘密保全上調査をする必要があると防衛装備庁が認めた場合には、防衛装備庁の調査を受け入れ、必要な協力を行うものとする。
	【点検票】第２１．雑則について
雑則について以下の項目が規定されていること。
１　適合事業者契約終了後の守秘義務について

第７７条　この契約に基づいて乙が現に取り扱った特定資料等に係る秘密を保護する義務は、この契約の終了後も当該特定資料等に係る秘密の指定が解除されるまでの間、継続する。
２　乙は、この契約の終了後においても、秘密保全上調査をする必要があると秘密の管理職員が認めた場合には、第６７条又は第７０条の規定に準じてこれらの者が行う調査を受け入れ、必要な協力をしなければならない。



５　防衛装備庁から確認を受けた秘密保全体制を変更する場合、申請書及び関係書類について、地方防衛局調達部長等を経て防衛装備庁に提出するものとする。
	[bookmark: _Hlk223908374]【点検票】第２１．雑則について
雑則について以下の項目が規定されていること。
２　規則改正時の申請について

防衛事業適合事業者制度等に関する訓令の実施要領第９、第１４ベースに記載



６　この規則の実施に関し必要な細部事項は、別途定めるものとする。
	【点検票】第２１．雑則について
雑則について以下の項目が規定されていること。
３　細部要領への委任について

防衛事業適合事業者制度等に関する訓令の実施要領第９、第１４ベースに記載



附　則
本規則は、防衛装備庁の承認後、即日施行する。
2

